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社会資本整備審議会 道路分科会 第７回事業評価部会 

平成２３年１１月１６日 

 

 

【樺島総務課長】  それでは、皆様、本日はお忙しい中お集まりいただきまして、まこ

とにありがとうございます。ただいまから社会資本整備審議会道路分科会第７回事業評価

部会を開催させていただきます。 

 事務局を務めさせていただきます国土交通省道路局総務課長の樺島でございます。 

 それでは、開会に当たりまして、菊川道路局長よりごあいさつ申し上げます。 

【菊川道路局長】  おはようございます。社会資本整備審議会の道路分科会事業評価部

会でございます。家田部会長をはじめ委員の皆さん方には朝早くから大変ありがとうござ

います。この道路事業評価でございますけれども、前回の事業評価部会で、今回の東日本

大震災におきます教訓も踏まえまして、防災機能の評価手法を適用いたしまして、平成２

３年度の第三次補正予算におきます三陸沿岸道路などの新規事業候補箇所のご審議をいた

だきました。ご承知のとおり、今、国会の審議を行っております。きょう参議院の予算委

員会でやっておりますけど、順調に審議は進んでいるようでございます。 

 本日の部会におきましては、今度は平成２４年度予算要求に係ります直轄国道などの新

規事業の候補箇所についてお諮りをするということにいたしております。どうか忌憚のな

いご意見を出していただきたいと思います。どうかよろしくお願い申し上げます。 

【樺島総務課長】  ありがとうございました。 

 カメラ撮りは冒頭のみとさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。 

 本日の事業評価部会でございますけれども、先ほど局長からもございましたが、平成２

４年度予算要求に係ります道路事業の新規事業採択時評価に当たり、社会資本整備審議会

のご意見を承ることについて、国土交通大臣から社会資本整備審議会長に諮問が行われて

おります。これに基づき、本日、事業評価部会の意見を承るものでございます。 

 それではまず最初に、お手元の資料の確認をさせていただきます。まず、配席図、委員

名簿、議事次第のほか、資料１といたしまして「新規事業候補箇所の選定の考え方」のつ

づり、それから、資料２「平成２４年度新規事業候補箇所一覧」、資料３として「直轄事業

箇所説明資料」、資料４として「会社施行事業箇所説明資料」、その後ろに参考資料として、

参考資料１「道路事業の新規事業採択時評価等に係る知事意見等」、参考資料２として「事
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業資料に係るバックデータ」、参考資料３として「道路事業の事業主体・施行区分に係る参

考資料」となっております。 

 漏れている資料がございましたら、お知らせくださいますようお願いいたします。よろ

しゅうございますでしょうか。 

 また、本日の部会の議事につきましては、運営規則７条１項により公開といたしており

ます。 

 なお、本日ご出席いただいている委員の方は総員８名中４名でございますので、審議会

令９条１項による定足数を満たしておりますことをご報告申し上げます。 

 石田委員、竹内委員、原田委員、羽藤委員におかれましては、本日は所用により欠席と

なっております。 

 それでは、以後の議事の進行を家田部会長にお願いしたいと思います。 

【家田部会長】  おはようございます。遅刻いたしまして申しわけございません。この

くらいは予想しなきゃいけないんですけれども、電車の中で急病人が出てずっととまって

いて、申しわけありませんでした。 

 それじゃ、座らせていただきます。きょうは、議事が、直轄事業と、それから会社施行

のものについての事業採択に関する審議ということになろうかと思います。 

 それでは、早速、議事に入らせていただきますけれども、まず事務局から説明いただい

た後で、それぞれのテーマごとに委員の皆さんのご質問やご意見を賜りたいと思います。 

 では、まず事務局からご説明をお願いしたいと思います。 

【三浦国道・防災課長】  おはようございます。国道・防災課長の三浦でございます。 

 最初に直轄事業のほうをご説明いたします。資料１をごらんいただきたいと思います。

直轄事業の新規事業採択時評価の流れというものが一番最初に書いてございます。今回お

諮りするのは大きく２つあるんですけれども、左側の高規格幹線道路又は全体事業費２５

０億円以上の新規事業化箇所について評価をお願いするということでお諮りを申し上げて

おります。通年ですと、これ、概算要求時に行うことになっておりますが、今年度は東日

本大震災がございまして、三次補正での箇所を優先、作業を急ぎましたために、ちょっと

おくれておりまして、この時期になっているということでございます。きょう評価をいた

だいた後、財務省へ要求をいたしまして、年内の政府予算案で内示をいただいて、来年の

４月に新規事業化が決まると。国会審議を経て決まるということになってございます。 

 本日お諮りするもの以外で、右側のほうですけれども、高規格幹線道路以外で全体事業
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費２５０億円未満のものについては、来年の１月に新規事業採択時評価を実施する予定と

させていただいております。ですから、きょうは高規格幹線道路がほとんどだというふう

にご理解をいただければと思います。 

 もう１枚おめくりいただきまして、直轄事業の流れ。２ページ目でございますが、まず、

現道でどういう課題があるのかというのを幅広く把握をさせていただいております。課題

としましては、渋滞とか交通事故とか事前通行規制区間とか線形不良とか、いろいろ課題

があるわけでございますが、こうした課題に対して対策案を幾つか立案しまして、それの

比較検討をして、対策案、ルート・構造の決定をするというふうになってございます。こ

のルート・構造を決定する段階で計画段階評価というのを平成２２年から導入をさせてい

ただいております。この後に環境影響評価が必要なものはそれを実施し、また、都市計画

が必要なものはそれを実施いたしまして、事業化ということになっておりまして、きょう

はこの事業化の新規採択時評価をお願いしております。その後、事業実施段階に移りまし

て事業再評価を行って、供用ということになってございます。 

 この評価の流れのほうで、計画段階評価のほうは２２年度からやっておりまして、きょ

うお諮りするものは、この２２年導入当時に既にルート・構造が決まっておりまして、都

市計画決定をもう終わっておるようなものもほとんどでございます。ですので、大概は、

この計画段階評価は事後的にこの計画段階で評価しなければいけないことを確認させてい

ただいているというような内容になってございます。ただ、１カ所だけ、後でご説明しま

すが、この計画段階評価が導入された以降にルート・構造を決めている区間がございます。

日沿道の秋田県内でございますが、そこについてはこの手続に乗った最初の案件というこ

とになってございます。 

 １ページおめくりいただきまして３ページでございます。高規格幹線道路の整備状況で

ございますが、高規格幹線道路１万４,０００キロございますけれども、この青く実線で塗

ってあるところが現在供用されているところで、今年の４月時点で９,９００キロぐらいご

ざいます。延長にしますと約７割が供用されておりまして、残り３割が事業中であったり

未事業化であったりということでございます。未事業化区間は約１割というふうになって

ございまして、きょうはこの中から新規事業化箇所のご説明をさせていただくということ

になってございます。 

 次をおめくりいただきますと、もうちょっとクローズアップしたものを４ページにお示

しさせていただいております。計画段階評価を初めて導入した以降にルート・構造を決め
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た区間でございますが、日本海沿岸東北自動車道の秋田～大館間でございます。左側の図

面を見ていただきますと、左側の青い線が日沿道でございまして、有料道路で供用してい

る区間でございます。それから、右側の上のほうにあるのが東北自動車道の弘前線でござ

いますが、ここも有料で供用させていただいておりまして、この間を結ぶ能代と小坂ジャ

ンクションの間、ここを無料の事業ということで、直轄事業で整備を進めさせていただい

ております。この計画段階評価をやっておりますのは、この二ツ井白神とあきた北空港間

でございます。 

 もう１点だけご説明しますと、間、途中、大館市のところで供用している区間が一部飛

んであります。高速道路の整備の仕方といたしまして、やっぱりこれまで有料道路区間に

ついては連続性を重視したような形で、飛び飛びに整備するということはあまりないんで

すけれども、直轄国道の場合、無料でございますので、課題の多いところを先に整備する

というのが過去ございました。この大館の課題は何だったかといいますと、右側のほうを

見ていただきますと、７号が大館市内のところで直角に曲がっておるんですけれども、非

常に市内狭隘区間でございます。交通量が１万８,０００台近くあって渋滞をしていたとい

うことでございますので、まずこの区間をバイパス機能も持たせたような形で自専道で整

備をしたというのが、この区間だけ飛び地で供用しているような状況でございます。これ

からご説明する中には、こういう現道の飛び飛びに整備をしている区間が出てまいります

が、これは現道の課題の大きさにこたえて優先をしたというふうにご理解をいただければ

と思います。 

 ５ページ目でございますが、高規格幹線道路の整備がまだ途中でございまして、ミッシ

ングリンクが約３割ぐらいあるわけでございますが、結果的にどのようなサービス速度を

担っているのかというのをお示ししたものが５ページでございます。青い線、それから水

色の線が、下の凡例にございますけれども、都市間の連絡速度が８０キロ以上あるいは６

０キロ以上の区間でございます。それから、オレンジと赤が６０キロ以下あるいは４０キ

ロ以下というふうになってございます。大ざっぱに申し上げますと、このミッシングリン

クのあるところ、やはり連絡速度が遅い。北海道でいきますと旭川～紋別ですとか帯広～

網走、東北に参りますと、内陸部は比較的サービス速度が高くなっておりますが、太平洋

沿岸、日本海沿岸は低くなっているという状況、あるいは四国、九州の太平洋側も低い状

況にありますし、山陰側も低い状況といったことになっております。大体このリンク数、

今、全体で２０８ございますが、このオレンジと赤の占める割合というのが約半分ぐらい
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になっているということでございます。 

 それから、６ページは災害面からの課題をお示しさせていただいたものでございますが、

この赤く塗ってあるところが津波リスクの高いところでございます。太平洋沿岸、東北の

三陸沿岸ですとか紀伊半島の沿岸、あるいは四国の太平洋沿岸、九州の東九州側がこの赤

の津波対策リスク、そして北海道も太平洋沿岸が高くなってございます。それから、この

薄いピンクのところが、津波リスクではありませんけれども、国道が脆弱で、かつ多重性

のない区間になってございます。それから、オレンジがどちらか、国道が脆弱か、あるい

は多重性がなしという区間になっておりますが、大体この赤、ピンク、オレンジの占める

割合が、リンクの中で言いますと４割ぐらいというような状況になってございます。 

 ７ページに、それをもう少し詳しく見た表をおつけさせていただいております。高規格

幹線道路、この表の見方ですが、左側が路線面、次、区間が書いてございます。この区間

数、７ページから８、９、全部で１１ページまでございますが、６５区間になってござい

ます。６５区間で１,４００キロということでございます。全部の未事業化区間について、

今申し上げました到達困難性、連絡速度がどうなのかというようなことと、耐災害性・多

重性がどういうふうになっているのかというのを整理したものでございます。７ページの

北海道縦貫自動車道の一番上のところを見ていただきますと、七飯藤城と七飯間、延長に

して３キロでございますが、到達困難性は６３.６キロということで６０キロを超えており

ます。それから、耐災害性・多重性は◎を打っておりますが、耐災害性で津波浸水リスク

があるということと、代替性では代替路がないということで◎を打たせていただいており

ます。 

 その下のランクですけれども、士別剣淵～稚内までの間の区間でございますけれども、

連絡速度につきましては５８.８キロということで、６０キロ切っているということで○印

を打たせていただいております。それから、耐災害性・多重性のほうは、津波の危険はあ

りませんけれども、事前通行規制区間があるということで○を打たせていただいておりま

す。 

 それから、もう２つぐらい下がっていただきますと、北海道横断自動車道の根室線があ

りますが、ここが耐災害性・多重性◎を打たせていただいていますが、ここも津波浸水区

域があって、代替路がないと。 

 こういう整理をずっとさせていただいておりますが、総じて申し上げますと、ほとんど

の区間が連絡速度が低く、耐災害性・多重性で何らかの課題を抱えているという区間にな
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ってございます。程度によりまして◎と○で、◎のほうがその課題が大きいというふうに

ご理解して見ていただければというふうに思います。 

 この中から一番右側に参りまして、事業実施環境の整った区間、ルート・構造が決まっ

ているもの、あるいはルート・構造が決まって、その上でさらに都市計画や環境影響評価

が必要だとされるものについては、それが終わっているものをピックアップさせていただ

いて、それらに近接事業の状況などを勘案して新規事業化区間を選ばせていただいている、

候補箇所を選ばせていただいているというふうになってございます。 

 申しわけございませんが、一番上から２つ目を見ていただきますと、この事業実施環境

のところで、ルート・構造の検討状況で「確定」と打ってあるものが士別剣淵～名寄間で

ございます。それから、環境影響評価も「完」になってございますが、ここは道路公団の

民営化の見直しのときに抜本見直し区間ということで、事業をしばらく凍結するという区

間になっておりまして、環境は整っているけど、今回、新規事業化箇所にはしておりませ

ん。そういう区間が北海道で３カ所ございまして、中段から下のほうに東北縦貫自動車道

の八戸線、天間林（１）～天間林（２）がございますが、ここが事業実施環境が整ってい

る区間ということでございます。この中ほどに「『防災機能の評価手法（暫定案）』による

必要性の評価」というふうに書いてございますが、新規事業化箇所については、三陸で適

用しました防災面の評価について試行的にここに適用させていただいているということに

なってございます。 

 そうしますと、７ページ目で非常に課題が多くて事業実施環境が整っている区間として

は、天間林（１）～天間林（２）区間、それから日沿道の二ツ井白神～あきた北空港間、

それから８ページに参りまして、東北中央自動車道の新庄北～昭和間、それから能越自動

車道の輪島～三井間、それから中部縦貫自動車道の和泉～油坂出入口間、９ページに参り

まして、伊豆縦貫自動車道の河津～下田北間、そして近畿自動車道の紀勢線の尾鷲北～尾

鷲南区間。それから、その下の京奈和自動車道でございますが、ここは事業実施環境は整

っておりますけれども、大深度トンネルの構造のためのコスト縮減の検討が必要というこ

とで、事業実施環境は整っておりますけれども、今回、新規事業の候補箇所とはいたして

おりません。それから１０ページに参りまして、山陰自動車道で湖陵～多伎、大田～静間、

三隅～益田間の３区間が課題が多くて、事業実施環境が整っている区間として新規事業箇

所に挙げさせていただいております。それから１１ページに参りまして、四国横断自動車

道の窪川～金上野、それから拳ノ川～佐賀の区間、それから内海～岩松間、津島道路と言
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っている区間が新規事業箇所となってございます。 

 これ以外に、１２ページでございますが、高規格幹線道路以外で全体事業費２５０億円

以上の区間が１カ所ございます。これは阿南安芸自動車道ということで、後ほどご説明し

ますが、四国の太平洋沿岸の福井道路という区間でございまして、徳島県でございますが、

ここも津波災害のリスクも高く、連絡速度も低く、かつ事業実施環境が整ったということ

で、高規格幹線道路で１カ所、新規事業候補箇所とさせていただいております。 

 １３ページにそれをお示しした図面をつけさせていただいてございます。今申し上げま

した、北のほうから参りますと天間林道路から四国の福井道路、１３カ所の、四国の阿南

の南のほうに福井道路という太平洋沿岸の地域高規格道路がございますが、ここは高規格

幹線道路以外の区間でございます。それ以外は高規格幹線道路のミッシングリンクの区間

というふうになってございます。 

 それで、個別箇所につきましては資料２でご説明をさせていただきたいと思います。後

ほど、１カ所１カ所、丁寧にご説明させていただきますが、概括でざっとだけご説明いた

します。 

 資料２に、今申し上げました区間の路線面、事業名、延長、そして事業化の車線数、全

体事業費、Ｂ／Ｃを記載させていただいております。延長で言いますと大体１０キロ内外

ということになってございます。短いところでは４キロちょっと、長いところでは１５.

５キロの区間というふうになってございます。それから、事業化の車線数といたしまして

は、全部２車線の事業化ということでございます。全体事業費につきましては、１５０億

から６００億を超えるものまでということで、これは延長とか構造によっていろいろと変

わってきていると。Ｂ／Ｃは、いずれも１を超えているという状況にございます。 

 それから、その後ろに図面をつけさせていただいています。時間の関係もありますので、

はしょってだけご説明をさせていただきますが、１ページ目は、一般国道４５号（東北縦

貫自動車道八戸線）でございますけれども、ごらんいただきますと、左側の太い黒い線が

東北縦貫の青森まで来ている弘前線の供用区間でございます。右側のほうが八戸線の供用

区間で、この間を結ぶということなんですが、とりあえず、このみちのく有料に向けて事

業を進捗させていただいておりまして、赤い点々のところが事業中区間で、今回はこの赤

い点々の事業中区間とみちのく有料をつなぐ区間を新規事業候補箇所としてご審議をいた

だいているということです。 

 それから、２ページは日沿道の二ツ井今泉道路でございます。これは先ほどご説明いた
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しましたが、二ツ井～あきた北空港間、計画段階評価を行いまして、この中の一部区間、

全部で１６キロ、二ツ井～あきた北空港間はあるんですけれども、この中の一部４.５キロ

を今回事業化の候補箇所とさせていただいています。前後区間は、後ほど説明いたします

が、現道を改良するという、そういう計画になってございます。 

 それから、３ページが東北中央自動車道の泉田道路でございますが、これは秋田と山形

を結んでおります内陸部の高速道路でございますけれども、上のほうが東北横断自動車道

の釜石秋田線になってございまして、そこから、横手ジャンクションからずっと南のほう

に下って、山形市内、そして米沢というふうに向かっている道路でございます。これで申

し上げますと、湯沢のインターまで有料道路になってございますが、そこから下は無料道

路で事業をさせていただいておりまして、ところどころ、この事業中区間とか供用区間が

ぽつぽつありますが、これはさっきご説明しましたとおり課題が多いです。ここは特に線

形不良箇所から優先をしてやっておりますが、整備をさせていただいております。今回事

業該当する箇所８.２キロの泉田道路は、新庄北道路の北側にあるものでございますが、こ

の新庄北道路と一体となって新庄市内の旧道区間といいますか、現道区間をバイパスする

機能も持たせた道路として整備を進めるということになってございます。 

 それから、４ページ目が輪島道路でございます。輪島道路は能越自動車の最後の区間を

構成する三井～輪島に至る区間６.８キロでございます。この中で申し上げますと、基本は

無料区間になってございますが、石川県の公社が整備したところを活用させていただいて

いるということで、この北のほうの穴水～田鶴浜インターまでが公社有料になってござい

ますが、それ以外は無料で整備を進めさせていただいております。 

 それから、伊豆縦貫自動車道、伊豆半島を縦貫する区間でございますけれども、基本的

には全線無料で整備をさせていただいておりまして、現在、３カ所事業中でございます。

今回、事業化をしようとしているところは一番南側の河津下田道路のすぐ北側の区間にな

ってございます。 

 それから６ページ目、一般国道４２号の熊野尾鷲道路でございますが、紀勢線の尾鷲市

内を結ぶ最後の区間になってございます。この赤い点々のところがずっと事業中区間でご

ざいますが、尾鷲北と尾鷲南の区間だけつながっておりませんで、ここをつなげるという、

そういうところでございます。 

 それから、７ページ目は中部縦貫自動車道の大野油坂道路でございまして、ここも、こ

のお示ししている福井県内は全線無料でございますが、７０キロあるうちの区間の大野油
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坂道路の和泉インター～油坂出入口区間、ここをつないで東海北陸自動車道と連結すると

いう区間になってございます。 

 それから、８ページから山陰道でございます。山陰道につきましては、この黒く塗って

あるところは有料で供用させていただいているところで、この出雲～江津の間は無料区間

ということで整備をさせていただくということになってございます。赤点々が事業中区間

で、今回、事業化をしようというのは、この事業中区間を結ぶ区間でございまして、まず

ここにお示ししておりますのは多伎～湖陵までの間でございます。 

 ９ページを見ていただきますと同じ図面が出てまいりますが、今度は大田～静間までの

間、ここをつないで、残された区間が江津～福光の間ということになります。 

 それから、１０ページは山陰自動車のさらに島根県側の山口県境と近いほうでございま

す。先ほどの江津のところからさらに西側に行った区間でございますが、ここも江津と浜

田・三隅道路と益田道路の間を結ぶ区間を新規事業候補箇所としております。 

 それから、１１ページ以降は四国の案件でございますが、四国の愛媛でございます。四

国横断自動車道の津島道路と呼んでございますが、ここにつきましては、お示ししている

区間は基本的には無料区間ということで整備をさせていただいておりまして、順次、西予

宇和のほうから南に向かって整備をさせていただいておりまして、宇和島市の区間の未事

業区間を事業化するものでございます。 

 それから、１２ページは同じ四国の高知の太平洋沿岸でございまして、ここの区間につ

きましては黒い実線のうちの須崎東までが有料区間です。そこから先が無料区間でござい

ます。まず、片坂バイパスというところを事業化しておりますが、非常に隘路区間という

ことでございまして、今回、事業化しようとするのはその前後区間になってございます。 

 それから最後、１３ページは地域高規格道路でございます。阿南安芸自動車道、徳島県

の太平洋沿岸でございまして、四国横断自動車道からさらに南に延びて高知に向かうとこ

ろでございますが、現在事業をしております桑野道路と、それから既に供用しました日和

佐道路の間を結ぶ区間でございます。 

 概要の説明は、ちょっと長くなりましたが、以上でございます。 

 この後、個別箇所の説明に移らせていただきたいと思います。ここで１回、ご質疑を。

とりあえず概要のご説明は以上でございます。 

【家田部会長】  はい、ありがとうございました。 

 ちょっと時間が押しているんですけれども、この後、各個別のものごとに地方の部長さ
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んからご説明いただいて、その上で詳細の議論をしようということになってございますが、

その前に、今、三浦課長からお話があった全体の選び方であるとか全体のことについてご

質問等ございましたら、お願いしたいと思います。いかがでしょうか。はい、上村さん。 

【上村委員】  すみません、私だけがわかってないのかもしれないんですけれども、も

う一度整理してこの１３カ所についてお聞きしたいのですが、この中で無料の箇所と有料

の箇所がまじっているのですか。それとも、全部無料でしょうか。 

【三浦国道・防災課長】  全部無料でございます。 

【上村委員】  全部無料。 

【三浦国道・防災課長】  ええ。 

【上村委員】  全部無料として、地方有料につないでいくものと、それからさらにＮＥ

ＸＣＯ系の幹線につないでいくのにちょっと分けて、もう一度、１３カ所、この資料２の

ところで教えていただきたいなと思うのが１つです。 

 それからもう一つは、これは、全額、国の予算でするのか、それとも一部地方の分が入

るのか、事業の内訳みたいなことと、今の段階でこの１３カ所をちょっと俯瞰的に見たい

と思いますので、そこのところを整理してということと、もし全部無料であるとするなら

ば、これは、いわゆる高規格な９,３４２キロの中とは全然全く別の整理の仕方をすればい

いわけですね。その１３カ所、この資料２の最初の表のところで、これとこれとこれがど

こへつながるのかという形で教えていただければとお願いします。 

【三浦国道・防災課長】  はい、わかりました。まず、地方有料道路公社がやっており

ます青森のみちのく有料とかにつながるのは、この中で言いますと、１番の八戸線、それ

から４番の能越自動車道の輪島道路、この２カ所です。ここがネットワークとして連続的

に使われている区間に地方有料道路公社が入る区間になろうかと思います。 

 それから、地方負担は、直轄事業でございますので、普通の地方負担を、３分の１の地

方負担をいただくことになります。 

【上村委員】  １番、４番以外は、例えば東北自動車道につながる普通の一般国道であ

るという、そういう理解ですね。 

【三浦国道・防災課長】  そうですね、はい。 

【上村委員】  わかりました。 

【家田部会長】  よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。はい、田村先生。 

【田村委員】  抽出の基準についてもう一度確認させてください。資料１の７ページ目
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からですね。計画段階評価が１カ所あるけれども、基本的には事業段階の評価であり、事

業実施の整ったところ抽出した。加えて、防災面にも配慮しながら抽出したということで

いいんでしょうか。防災機能に関してはどういうふうに考慮したのかというところをコメ

ントをいただきたいんですが。 

【三浦国道・防災課長】  まず最初の計画段階評価は、既に計画段階評価を終えており

ます。それは地方小委員会で終えておりまして、それを経た上で、今回、新規事業化とい

うことでございます。 

 それから抽出のほうでございますが、今回の震災を受けて、ここの７ページの表にござ

いますとおり、高速道路のあり方検討有識者委員会から、災害面の点検について行うべき

であるという、そういう内容のこともご指摘をいただいておりますので、２つの要素、到

達困難性、連絡速度の件と、それから耐災害性・多重性の面の評価を行っております。そ

れはさっきご説明しましたとおり、ここに書いてあるところでございますが、今回、この

到達困難性と耐災害性・多重性の両方の面から課題を抱えている区間の中で事業実施環境

が整っている区間を抽出させていただいているということにいたしております。 

【田村委員】  わかりました。 

【家田部会長】  よろしいでしょうか。 

【田村委員】  はい。 

【家田部会長】  つまり、第１のコードとしては、特に防災性というところに着目して、

いろんな手法を用いて評価してみて第１次スクリーニングがあって、その中から事業実施

環境が比較的整っているものを抽出して第２コードがあって、ただし、その中から抜本見

直し区間になっているのは今回は準備が整ってなくて入っていないと、こういう３ステー

ジになっていると、そういう理解でいいんですか。ちょっと違う？ 

【三浦国道・防災課長】  いや、そういうご理解をいただければと思いますが、過去に

は、津波が起こる前は、それとは別な観点で準備をしてきたということもあります。それ

は線形不良箇所ですとか渋滞とかいうようなことで、さっき日沿のところでご説明しまし

たけれども、そういう観点で優先性をつけてやってきたんですね。それを改めて災害を踏

まえてご提言を得たものでスクリーニングしてみても、やはりそこはそこそこ災害面でも

課題を抱えているという、そういう整理にもできるということでお示しをさせていただい

ているということでございます。 

【家田部会長】  どうなんでしょうかね。だけど、整理はきちんとしたほうがいいと思
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うので確認させていただきたいと思うんだけれども、とにかく高速道路のあり方委員会で、

要するに政権もかわった中、どういうところに着目して何をどうやっていくのかというの

を検討していただいて、その中では、特に３.１１も踏まえると、まずは防災というところ

をチェックしてみようじゃないかということになったので、それでチェックしてみたと。

そうすると、当然ですけれども、防災性のところでウイークポイントみたいなところは、

線形であるとか渋滞や何かでもウイークポイントになっていることが多いので、従来こう

いうところをやらなきゃいけないなと思ってきたのが、今回の防災性チェックというコー

ドから見ても両方満足できるような場所でしたと、こういう順番でいいんですか、論理と

しては。 

【三浦国道・防災課長】  はい。 

【家田部会長】  よろしいですか。 

【三浦国道・防災課長】  はい。 

【家田部会長】  田村先生、今の、いいですか。 

【田村委員】  了解です。 

【家田部会長】  あとは、せっかくだから、田村先生の代弁じゃありませんけど、聞い

てみると、北海道関連の抜本見直しというのについては、いつまで、どういうふうに抜本

見直しをどうこうするのかというのは、何か方針はあるんですか。 

【三浦国道・防災課長】  まだはっきりとした……。 

【森企画課長】  よろしいでしょうか。今、あり方委員会の中でもいろいろ議論させて

いただいているところでありますが、この後、高速道路、最終的にどういう形でつなげて

いくのかと。その際に、要はつなげることを、そういう機能を優先させて、どういうつく

り方あるいはどういう負担の仕方をしながらつなげていくのかということを今まさに議論

していただいているところでございまして、そういった方向性をいただければ、その後、

じゃあ抜本見直し区間の部分をどういう形で再開させるなり、あるいはどういう手法でや

っていくなりというようなところを、地域、地域で議論を始めさせていただければなとい

うふうに思っております。 

【家田部会長】  ありがとうございます。棚上げにして知らないよということじゃなく

て、きっちりと勉強して、要るものは要るし、要らないものは要らないとやっていくと。

それで、構造や何かについても見直しが必要なものは見直していくという作業の糸口にい

るというような理解をしておいてよろしいんですかね。ありがとうございます。 
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 ほかにいかがでしょうか。はい、太田先生。 

【太田委員】  これはあり方検討会のほうでも出ていた議論の一つですが、いつごろ開

通するのかという目途を示したほうが地域の計画に資するという話がありましたので、こ

れから予算化するので、その後でないと目途が立たないのかもしれませんけれども、でき

る限り早く公表していただきたいと思います。 

【家田部会長】  それについては、この後の個別のお話のとき出てきますか。 

【三浦国道・防災課長】  いや、出てこないです。 

【家田部会長】  あ、出てこない。 

【森企画課長】  いろいろ基本政策部会等々でも議論していただいておりますけれども、

こういう高速道路、大規模事業でございますので、供用までおおむね１０年というのを一

応めどとしては立てさせていただいております。ただ、実際にその事業、実際、本格的な

工事に入りますまでの計画の地元合意やら、あるいは用地買収といったようなところの問

題でかなり時間がかかってしまったりということが間々ございます。ですので、今、太田

委員のほうからお話があったような供用目標をどういうふうに決めるのか。例えば、最初

はおおむね１０年をめどと言っておきますけど、ある程度の計画段階の部分の合意が固ま

ってくれば、そこで改めてはっきりとした目標年次を定めるとかいったような、そういう

手法を少し重ねて工夫をやっていきたいなというふうには思っております。 

【家田部会長】  はい、ありがとうございました。 

【上村委員】  そういう意味では、今回は総延長１万４,０００キロ内の範囲ということ

になるわけですよね。１万４,０００キロ内ですから一応いいのですけれども、ただ、ほん

とうはこれよりも先に、未事業というか、逆に事業を着工されていないものもあると思い

ますので、そういう意味では、今回、１万４,０００の枠の中ではあるけれども、それまで

まだ１万１,２５０キロの中でもやっていないものもある、９,３４２キロの中でものよう

な、でも、やっていないものもあるということも、やはりちょっと見直して、そこの外で

延長するんだということはしっかり確認をして、なおかつ、それでまだできていないもの

に関しては早くやるということもあわせて、この場をおかりして申し上げておきたいと思

います。 

【森企画課長】  よろしいでしょうか。もともと今までの議論の中でも、例えばミッシ

ングリンクというのはどういうようなものをミッシングリンクというのか。ただ道路がつ

ながっていないところは全部ミッシングリンクだということでは、全国至るところにミッ
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シングリンクが発生してしまいます。ですので、この１年近く、家田部会長等々にもいろ

いろご指導いただきながら、きょうご紹介をさせていただいたような都市間の距離のサー

ビスレベルあるいは耐災害性の議論等々の数量化あるいは定量化の議論をずっとさせてい

ただいてきております。そういった定量化、今回、一つのトライアルとしてこういう形で

議論を、あるいは資料をまとめさせていただいているわけでありますけれども、今、上村

委員のおっしゃったような、まだそれ以外の区間にも当然同じもののような区間がござい

ます。そういったところをどういう形で位置づけていくのか、あるいはどのぐらいプライ

オリティを高めていくのかということを、もう少しさらに勉強させていただければと思っ

ています。いずれにせよ、定性的な言いぶりだけではやはりなかなか対外的な説明もでき

ませんので、きょうお示ししたようなものを少し参考にしながら、もう少し議論を深掘り

させていただければなというふうに思っております。 

【家田部会長】  はい、ありがとうございます。ほかにもあろうかと思いますけれども、

きょうのメインテーマが新規事業化のところに関する個別の議論になろうかと思うので、

恐縮ですが、全体の議論については、いろんなご意見、ご要望というか、ご期待を事務局

で承らせていただいたということにさせていただいて、個別の議論に入らせていただこう

と思います。 

 それじゃ、再び説明をお願いいたします。 

【三浦国道・防災課長】  それでは、資料３に基づいて、まず、東北、北陸、中部、近

畿の分について、個別箇所の説明を各地方整備局から行いたいと思います。 

【川瀧東北地方整備局道路部長】  最初に東北の道路部長の川瀧でございますが、家田

部会長ほか委員の皆様、大震災以降、いろいろなご支援、ご指導をいただきました。この

場をかりて厚く御礼申し上げたいと思います。委員のいろんなご指導した内容は本省から

我々にも逐次報告がありまして、復旧や復興に大変役立ったところでございます。また、

先般、三陸沿岸道路につきましてもご審議をいただきましてありがとうございました。三

次補正が成立すればスタートダッシュして事業が展開できるように、今、準備をしている

ところでございますので、引き続きのご指導のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、東北のほうからきょうは３件、箇所を持ってまいりました。最初に東北地方

小委員会の概要と意見という紙がございますけれども、１１月１１日、先週、この委員会

をやらせていただきました。委員の皆様方からは、簡潔に言いますと、新規事業化につい

ては妥当であると。しっかりと事業を進めてもらいたいというようなご意見を多数賜った
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ところでございます。 

 次のページに東北の地図をつけております。先ほど本省からも説明がございましたので、

簡単にいたしますけれども、この黒いところが完成しているところであります。東北中央

自動車道が真ん中に１本通っている。あとは枝線がちょこちょこと出ている程度でござい

ますが、全体で２,３００キロございます。この中には先ほど申しました三陸沿岸道路もす

べて入れた数字でございますけれども、２,３００キロございまして、三陸側のこのピンク

が三陸沿岸道路でございます。これにつきましては先ほど申しましたように三次補正で準

備中でございますけれども、これ以外の東北のネットワークを今回強化すべく３つ玉を持

ってきております。１つが青森の天間林道路でございます。みちのく有料道路とつながる

区間であります。それから秋田県の二ツ井今泉道路、ここも前後できていたり事業中でご

ざいますから、ここがつながるとネットができるということになりますけれども、今回、

もちろんその真ん中の部分、赤の部分です。それから山形県の泉田道路、これも縦軸につ

いてネットをつくるべく今回お持ちしております。 

 それから、ついででございますけど、青くハッチがかかっているところが４つあると思

うんですが、これは、今、当方のほうで計画段階評価をしているところでございます。秋

田、日沿道の秋田～山形間、それから山形～新潟間、それから福島のところに横方向の道

路で少し、これ、都市計画の関係もございますので、今、計画段階をしているということ

でありまして、これらについてまた次の課題として調査・検討をしているところでござい

ます。 

 それでは早速、具体の箇所でございます。 

 最初が青森県の東北横断自動車道八戸線、天間林道路の箇所でございます。左側に絵が

ありますけれども、これ、実は先ほど本省から説明がありました。平成２２年以降に――

平成１７年に上北横断道路という形で都市計画決定が既にされております。それを踏まえ

まして、右から、上北道路、上北天間林道路ということで事業を直轄のほうでしておりま

して、今回は残りのと言ってはあれですけれども、天間林道路の事業をするべく、今、検

討しておったところでございます。これができますと、国道４５号あるいは４号ともとに

戻ってくると、接続することができるということになります。この左側が、ちょっと字が

小さいんですけれども、県の公社有料道路のみちのく有料道路というのに一応接続すると

いうことでございますけど、これは何せ県道でございますので、今後、道路が接続すると

課題も出てくるのではないかなというような意見も、私どもの小委員会のほうでいただい
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ているところでございます。２番の道路交通上の課題は、こういう地方は特に救急医療施

設への速達性、大きい病院がほとんどございませんので、ここも八戸に大きい病院がある

だけでありますから、こういう道路の接続をしっかりしていけば、そういう医療を診てい

ただける範囲が広がるということがあります。それから、②では渋滞がございます。右側

に色のついた道路の図面がありますけれども、やはり地方でございますけれども、国道４

号あるいは国道４５号、ピンク色になっておりますけど、非常に渋滞、１を超える渋滞が

あるということでございまして、今回の天間林道路が接続すれば、渋滞の解消あるいは救

急医療の速達性の向上がなされるということでございまして、それが３番などに書いてご

ざいます。３ページの一番右下でございますけれども、Ｂ／Ｃについては２.６ということ

になってございます。 

 ４ページをお開きいただきたいと思いますけど、それの拡大図でございますので、省略

をいたします。一番左側の部分ですね。ちょうど緑が市街地の部分でありまして、これの

間を縫って国道４号のほうに接続するようなルートに今なってございます。 

 ５ページをお願いいたします。ここから計画段階評価――といいましても５年前に都市

計画決定なされた部分の事後的な整理になるんじゃないかと思いますけれども、今ご説明

したのとほとんど裏返しの形です。①が救急医療施設へのアクセスの話。②では道路がつ

ながっていないことによる混雑の話。右側のページではその原因ということで、端的に言

うと、高速道路がここの部分はつながっていないということになろうかと思いますけれど

も、そういう整理をここでさせていただいております。 

 次のページ、６ページでございますが、これも都市計画決定なされているんですけど、

事後的な整理を少しした、私どもとして頭の整理をしてみました。一番下に図面がありま

す。今回、別線整備になるわけですけれども、仮に現道改良しようということになるとど

うなるかということで、この緑で点々が入っている部分です。３９４号や国道４号を使う

ということになります。事業費は安くなるようでございますけれども、やはり、これ、も

ともと高速道路でございますし、ネットワーク上の問題や現道の渋滞がまだ残ってしまう

ような課題もあるものですから、今見た段階でもやはり別線整備がふさわしいのではない

かということで東北の小委員会の中でもご説明をいたしました。 

 以上でございまして、次、２つ目、時間があまりないようでございますので、早速行き

ます。２つ目が、これ、秋田県です。二ツ井今泉道路と申します。これは日本海沿岸東北

自動車道になります。７ページ、事業概要では、４.５キロ、１５０億円、交通量１万２,
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０００台程度ということでございまして、先ほども説明がございました。絵がありますけ

れども、二ツ井今泉道路４.５キロ。 

 ちょっとここは複雑なものですから、その次の８ページをごらんいただきたいと思いま

す。この箇所につきましては、私どものほうで計画段階評価を実施したところでございま

して、結果として現道活用しようということで今まとまりました。その現道活用の意味で

ございますが、８ページの図面、今回の４.５キロの部分はバイパスになりました。別線に

なりますけれども。この左側の部分が二ツ井バイパスということで、国道のかなり程度の

いいバイパスがございまして、これを活用していきたいと思っています。ただ、そのまま

という形じゃなくて、手を入れて自専道化をいずれしていきたいと思っております。それ

から、右側のほうには、あきた北空港西線という、これは県道になりまして、右隅に大館

秋田空港がありまして、空港に直結する道路でございます。１０年ほど前に県のほうで施

行した道路でございまして、これも残念ながら自動車専用道路ではないんですけれども、

非常に規格のいい道路でございまして、ここも幾つかの箇所の立体交差をして現道活用し

ていきたいというふうに考えてございます。 

 こんな箇所でございまして、７ページ、すみません、戻っていただきますと、ここにつ

きましても先ほどの青森と似た形でございます。ネットの一部ということもありまして、

左側の２番、道路交通上の課題では、救急医療施設への速達性が、やはりこの道路ができ

ることにより広がるということ。それから、ここにつきましては災害発生時における緊急

輸送道路の確保ができるということがございます。この区間はもちろん津波はありません

けれども、非常に雪が多いところであり、また、雨が強くて、何度も国道が一時的に通行

止めになっている区間でございますので、それの対応としてもしっかりと道路もいい道路

で確保していきたいということでございます。７ページの右側でございますけど、その裏

返しの整備効果ということで、医療施設が、ここはこの道路ができることによりまして９

割程度ですね、色がついた図面がありますけど、この地区の現状８割程度の救急医療施設

への速達性の６０分圏域の部分が９割程度まで広がるというような効果などがございます。

Ｂ／Ｃ、最後、右下でございますけど、ここは１.５というふうに試算をしております。 

 ８ページを飛ばしていただきまして、９ページ、１０ページが今回の計画段階評価をし

たときの具体の全線新設案と現道活用案をした比較の資料でございまして、９ページの左

上にちょっと今までの経緯が書いてございますけれども、１年前に当第１回委員会で審議

をしていただきまして、１月に第２回、それから１月から３月の間に、住民の方、企業、
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それから我々の小委員会の意見もあって若い人の意見を聞こうということで、高校生のア

ンケートなどを聞いておりまして、さらには市町村長や知事さんの意見を伺った上で、ル

ートの固めをいたしました。９ページの下にはその２つの案を書いてございます。全線新

設案は、やはり事業費が現道活用に比べて高いということでございます。９ページの右下

のほうには知事さんほかの意見でございますけれども、かなりの首長さんの方々は、現道

活用してとにかく早くつないでほしいという意見が非常に強かったようでございました。

住民の方々については、上の円グラフがありますけれども、現道活用案と全線新設案が拮

抗した形になっておりましたが、ただ、現道活用案の中の意見では、とにかく早くやって

ほしいという意見が非常に強かったことだけをつけ加えておきたいと思います。 

 １０ページ、１１ページも、そのときのルートを決めるときの内容でございますので、

とりあえずは先に進めさせていただきたいと思います。省略させていただきたいと思いま

す。 

 ３つ目の最後、東北最後でございますけれども、１２ページ、山形県の泉田道路、これ、

東北中央自動車道の泉田道路でございます。東北自動車道は福島の相馬から秋田の横手に

至る高速道路でございまして、そのうちの今回８.２キロでございます。１９０億円、計画

交通量約１万４００台ということでございます。ここにつきましても同じような地域でご

ざいまして、道路交通上の課題としましては、①で、やはり３次医療施設が、最上地区と

いいますけれども、ここは日本海のほうと山形のほうにしかございませんので、ここへの

速達性が課題であり、②としましては、国道１３号の渋滞があるということでございます。

１２ページの右側には、その整備効果、裏返しとしまして、この道路ができますとやはり

９割程度の方々がこの３次医療施設に速達ができるような結果になるということ。それか

ら、新庄という市がここにあるわけなんですけれども、ここの渋滞緩和にもなると。ここ

については渋滞が完全に解消できるような形になるような試算が出ております。Ｂ／Ｃは

１.４ということになります。 

 １３ページに少し大きい図面がありますけれども、新庄北道路というのがせんだって開

通しました。これは大震災の直後に供用したわけなんですけれども、ちょっとここが途中

で切れた形になっておりまして、その先線をずっと延ばして国道につなげるというような

ルート。水生昆虫の地域を避けたりするような工夫をしながら到達するということになっ

てございます。 

 １４ページは、今ほど説明をいたしました課題のことをもう少し詳しく書いてございま
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す。計画段階評価としての説明をさせていただいておりますけど、内容がダブりますので、

すみません、省略をいたします。 

 １５ページになりますが、ここはやはり平成２２年以前のルートでございます。しかも、

場所からいって都市計画決定をしないようなエリアになっておりますものですから、１５

ページの右下に参考で書いてございますけれども、平成１７年からいわゆるＰＩ、住民の

方々の意見を聞きながらルートを絞りました。環境影響調査もしました。それで、平成２

１年３月には今回の本命という形の案①の概略ルートを住民の皆様にも公表したというこ

とになってございます。１５ページには、事後的でございますけど、別線と現道活用した

らどうなるかという比較もしております。ここにつきましては別線のほうが事業費も安い

という効果も出ております。 

 急ぎですけれども、以上３つのご説明をいたしました。よろしくお願いいたします。 

【後藤北陸地方整備局道路部長】  それでは引き続きまして、北陸地方整備局の道路部

長、後藤でございますが、１６ページからの北陸の輪島道路についてご説明させていただ

きます。 

 まず、１１月９日に地方小委員会を開催してございます。１６ページでございますが、

長岡技術科学大学の丸山先生を委員長にしまして審議していただきました。その中で、こ

こに書いてありますけれども、この輪島道路（Ⅱ期）につきましての新規事業化について

は妥当であるというようなご意見をいただいております。 

 続きまして概要でございますが、１７ページをお開きください。一般国道４７０号（能

越自動車道）の輪島道路（Ⅱ期）でございます。これにつきましては、輪島道路、ここに

地図が図１のところにありますけれども、能登半島の奥能登になりますけれども、輪島を

結ぶところでございます。黒い線が、これは有料道路を使いまして、穴水インターとござ

いますけれども、ここから能登空港につきましては直轄で既に供用しているところでござ

います。それから、能登空港～三井インターということで、現在、事業を展開しておりま

す。用地買収中でございます。残る三井～輪島というところでございます。この区間につ

きまして延長６.８キロでございますけれども、約９,０００台の交通量が流れるというこ

とでございます。この課題でございますけれども、非常に災害に弱い緊急輸送路でござい

ます。第１次緊急輸送道路に指定されておりますけれども、この沿線につきまして特殊通

行規制区間や災害危険区域というところを通るということで、現道七尾輪島線というのが

ございますけれども、そこについての緊急輸送の確保というのが課題になっております。
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また、ここにつきましても水害等も起きているということで、下のほうに写真がございま

すけれども、台風時の河川で道路が越水しているような状況でございます。また、ここに

つきましては、輪島まで昔、能登鉄道が行っておりましたけれども、今現在、穴水までで、

穴水～輪島間についてはバス路線で輸送しているというふうな地区でございます。また、

この輪島につきましては、右のほうになりますけれども、３次医療施設が七尾市のほうに

ございますけれども、そこまでの到達点というのは非常に時間がかかるということでござ

います。特にカバー圏域としても非常に少ないということであります。こういった災害に

強い高速ネットワークあるいは３次医療施設のアクセス向上というのが求められていると

いうところでございます。 

 次のページをお開きください。１８ページでございます。ルートの概要でございますけ

れども、左のほうが輪島市内になります。右のほうが能登空港等になりますけれども、三

井インター～輪島に至る６.８キロということでございます。ここにつきましては、緑に塗

ってありますけれども、急傾斜地崩壊危険区域というものとか、茶色の土石流の危険区域

というものがございます。また、特殊通行規制区間も１キロほどあるということでござい

まして、これを解消しまして機能を持たせるということでございます。 

 次に１９ページでございます。先ほど申し上げました課題と相応しますけれども、ここ

につきましても都市計画決定を既に平成１１年にしているところでございまして、事後整

理的なところもございますけれども、災害に弱い緊急輸送道路であり、脆弱であるという

こと。あるいは、高速ネットワークが未整備で、ミッシングリンクということであります。

こういったものを整理してございます。 

 ２０ページをごらんください。ここに代替案の比較をしてございます。ここでは、都市

計画決定はされておりますけれども、現道のほうの改良で活用できないかというものを比

較として挙げてございます。現道を活用してということでありますけれども、バイパス、

ミニバイパスをしたり、あるいは急傾斜地等を通るということで抜本的な災害危険区域の

解消にはならないというのもございまして、やはり高規格道路の別線で整備すべきである

ということでございます。これにつきましても、小委員会等についても先生方のほうもバ

イパスのほうが妥当であるというふうなご意見をいただいているところでございます。ま

た、ここにつきましても長の要望ということで、この地域については建設促進協議会ある

いは地元市町村等から強い要望をいただいているところでございます。 

 以上が輪島道路の説明でございます。 
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【菊地中部地方整備局道路部長】  続きまして、中部地方整備局道路部長の菊地でござ

います。 

 ２１ページを開いていただきたいと思います。１１月８日に小委員会を開催しておりま

す。委員の先生方からは、事業の推進については妥当であるというふうに伺っております。

その他、今回ご説明します２カ所につきましては津波という大変切迫した場所にございま

すので、防災機能の評価を行っているということで、高く評価できるという意見をもらっ

ております。加えまして、観光や生活道路との分離等の視点も入れるべきというご意見を

いただいているところでございます。 

 それでは、２２ページを開いていただきたいと思います。一般国道４２号の熊野尾鷲道

路に関する採択評価でございます。まず、図１でございますけれども、場所については三

重県の南部でございます。現在、近畿自動車道紀勢線と熊野尾鷲道路というのが事業化さ

れております。そういう中で、ちょうどその中間部分５.４キロでございますけれども、ち

ょうど尾鷲市の南と北の部分についてはまだ事業化が行われておりません。そこの事業化

でございます。道路交通上の課題でございますが、先ほどご説明しましたとおり、東海・

東南海地震の切迫性に伴う津波浸水区域を通過しておるところでございます。また、災害

時の緊急輸送道路が未確保という状況です。図３のほうは救急医療機関でございますけれ

ども、この部分には２次医療機関が連携して３次医療と同じ機能を持つという体制でやっ

ておりますが、その到達もまだまだであるという状況で、整備効果としては、東海・東南

海地震の緊急輸送道路の確保、また、２次医療施設への速達性確保という形を効果として

考えております。３便益については、１.２という形で費用対効果についてはなっています。 

 ２３ページを見ていただきたいと思います。この図面の右側が北側でございまして、尾

鷲北と尾鷲南を結ぶ道路でございます。この緑の部分が三重県で１６年度に３連動地震時

の津波が想定されているエリアでございまして、国道４２号は２カ所で浸水が想定される

状況でございます。 

 続きまして２４ページでございますが、今回出されました防災機能評価の暫定版で評価

をしておるところでございます。１１年６月に都市計画決定済みの場所でございます。必

要性の評価については重複しますので、ａとｂについては先ほどと同じ医療機関と災害時

のことなので、割愛させていただきます。それ以外に、このエリアから名古屋の国際空港

への拠点となる松阪港までの利便性の向上、また、地域経済の、例えば２５年に行われま

す伊勢神宮式年遷宮と観光の振興に対する効果があるということで必要性を整理しており
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ます。 

 ２５ページを見ていただきたいと思います。今回行いました暫定版の防災機能の評価を

実施しております。この区間はすべてＤ区間ということで、迂回路、多重性、耐災害性と

もないエリアでございます。Ｄランクではございますけれども、整備後はＢランクに向上

するという形と、高速ネットワークの接続によって弱点度も０.６になるという状況です。

当該事業の効果としましては、防災・災害時の救急活動の向上、そして医療機関への速達

性の向上、また、他の交通機関への利便性、地域経済・社会等の向上という形で評価して

おるところでございます。 

 ２６ページは、先ほどの広域的な図面でございますけれども、現在……すみません、ち

ょっと風邪を引いてしまいまして。 

【家田部会長】  慌てないで、ごゆっくり。 

【菊地中部地方整備局道路部長】  北側の紀勢線では今事業中です。南側についても、

熊野尾鷲道路ということで、事業中の区間と接続していくという状況です。すみません。 

【家田部会長】  ちょっと気の毒だから、１個先にやっておいて、それで説明します。

ゆっくりしてもらったほうがいいよ。そうしましょう。 

【菊地中部地方整備局道路部長】  じゃあ、すみません。ちょっとのどが。 

【家田部会長】  お願いします。 

【茅野近畿地方整備局道路部長】  はい。中部縦貫のほうを先にちょっとさせていただ

いて、お願いいたします。 

 ３８ページ、お願いいたします。地方小委員会、先日開きまして、大野油坂道路、中部

縦貫、おおむね妥当ということで評価いただきました。評価としては、トンネル区間が長

くて、災害・防災面で非常に必要な道路であるということなど評価いただいたところでご

ざいます。 

 ３９ページをごらんいただきたいと思います。事業の概要ですけれども、おおよそ１６

キロ、５９５億円、計画交通量４,５００台の区間で、この小さい図面で恐縮ですけれども、

右側の赤い区間１５.５キロ、新規で事業採択をしていただくようお願いしているところで

ございます。その手前の区間、福井県という黒い枠組みで書いてあるところは今事業実施

中でございまして、少しまだ事業していない黒四角のところを挟んで、そこから福井にか

けては事業中もくしは供用となっております。 

 交通の課題に行く前に、ちょっと１ページ繰っていただいて、４０ページに路線をかい
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ておりますので見ていただきたいと思います。４０ページ、お願いいたします。この区間

は東海北陸道に向かって福井からつなぐ道路ですけれども、和泉インター～油坂出入口の

ところまでの１５.５キロで、ごらんいただきますように、現道が黒で示してありますけれ

ども、丸い赤い印、それから黄色い印、これが防災上の危ない箇所、要対策、対策の必要

がある箇所、線形が著しい箇所等がかいてございます。４０ページでございます。そうい

ったところが現道にたくさんありますので、それを迂回する形でトンネルバイパスを引く

というふうなおおむねのルートになってございます。 

 この地域の状況ですけど、もう１ページ繰っていただきまして、４１ページに計画段階

評価のときの課題を整理していますので、わかりやすく説明させていただきたいと思いま

す。左側です。この地域、奥越地域といいますけれども、非常に山が厳しい地域でござい

まして、ここを通る道路が１８５号一つ、唯一の幹線道路になっておりまして、これが異

常気象時に通行止めになったり、土砂災害、豪雪等で非常に道路の信頼性が低いというこ

とで、生活に重大な影響がございます。真ん中あたりに図がございますけれども、通行止

めが年に二、三回必ずあるというふうな地域でございまして、そうなった場合に、図２で

すけれども、大きく迂回する必要がございまして、福井から郡上のほうに岐阜に抜けるた

めには、北陸道、名神を使って東北と、こういう大きい大迂回になりまして、非常に迂回

が大きいということでございます。それから、その下ですけれども、医療機関へのアクセ

スも、この奥越地域は福井まで出ないと３次医療を受けられない、あるいは分娩可能な医

療施設までも大抵のところは５０分程度かかるということで、非常に医療機関へのアクセ

スも悪いところでございます。 

 ３９ページに戻っていただきまして、整備効果でございます。そういった背景のある地

域でございますので、この道路を整備することによりまして、３９ページの上ですけれど

も、まず効果の１つ目は、例えば大野市は、災害時の協定等を郡上市、それから愛知県の

岩倉市等と結んでおりますけれども、こういった地域の連絡性が非常によくなるというこ

とで、３０分以上のアクセスの向上がございます。それから、さっき申し上げた地域の課

題の３次医療等への速達性ですけれども、図でごらんいただきますように、真ん中の和泉

インターのあたりから掲載した図ですけれども、この道路が整備される前は６０分で到達

できる地域が黄色で示してございます。それがピンクまで広がりますので、福井県立病院

等、３次医療あるいは分娩可能な施設が６０分内のターゲットに入るということで、この

地域の医療の便利性が向上するという整備効果がございます。それから、Ｂ／Ｃについて
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も１.２ということで評価してございます。 

 以上、油坂道路のご説明をさせていただきました。 

【菊地中部地方整備局道路部長】  すみません、先ほど申しわけございませんでした。

ちょっと小声で。 

 戻っていただきまして、２７ページと２８ページについては、計画段階評価ではござい

ますが、１１年に都市計画決定が行われております。現道改良と現計画のほうの比較をし

ながら委員会でも妥当であるという意見をいただいておるところでございます。 

 続きまして、２９ページを見ていただきたいと思います。伊豆の縦貫自動車道、河津下

田道路の新規採択評価でございます。図１にございますように、伊豆縦貫の南側、河津と

下田を結ぶところでございます。南の部分については、河津下田のⅠ期工事が実施されて

おります。道路交通上の課題といたしましては、この伊豆半島全体が東海地震等でこの道

路においては４カ所の浸水が想定されるという中や、線形不良区間が多数存在します。ま

た、救急医療機関への速達性でございますが、３次医療機関がないという区間の速達性が

必要であるということで、整備効果といたしましては、地震時の緊急輸送道路の確保、そ

して３次医療機関への速達性向上ということを考えております。３便益としては１.２とい

う形になっております。 

 ３０ページをごらんいただきたいと思います。今回事業化する区間については河津下田

道路のⅡ期ということで、６.８キロでございます。右側が伊豆半島の南側でございまして、

Ⅰ期工事が現在事業中でございます。下田の部分では４カ所の津波の浸水するエリアが想

定されております。 

 ３１ページでございますけれども、暫定版の防災機能の評価も実施しております。この

区間については平成１６年にＰＩを実施しております。また、２３年６月には環境影響評

価が縦覧済みでございます。必要性の評価については、必要性については重複いたします

ので飛ばしまして、救急医療、防災以外に、公共公益施設の利便性の向上。この区間、５

４カ所の線形不良箇所がございます。また、ご存じのとおり、観光関係では、大変この従

事者が多いということと、夏季においては大変渋滞が発生しておる。また、この区間につ

いては夏季、大型車が通行規制になるということで、５.５メートル以下の区間が多数存在

しておる状況でございます。 

 ３２ページでございます。リンクとしての防災面の効果でございますけれども、現在は

Ｄランクでございますが、整備後はＢランクということと、ネットワーク全体の防災機能
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として、整備後の弱点度は０.８、整備前については不通であるものが完全に解消される。

改善度全体でも不通が解消という形でございます。また、防災機能、そして医療機関への

アクセス、公益施設への利便性向上、産業関係の活性化、また渋滞の解消、周辺市町村と

の連携の強化が図れるという評価を実施しておるところでございます。 

 ３３ページには、周辺の道路事業を書いておるところでございます。南側が右側になっ

ておりまして、事業中の河津下田道路につきましてⅡ期の工事を実施しているという状況

でございます。 

 あと、計画段階評価については重複いたしますので、３５ページをちょっと見ていただ

きたいと思います。現道を拡幅する場合と高規格で今回の案の比較でございますけれども、

現道拡幅では、土砂災害危険箇所の回避ができない、また医療機関への速達性が確保でき

ないということで、小委員会においても原案が妥当であるというふうに評価されておりま

す。 

 続きまして３６ページでございますけれども、有効性の評価としてネットワーク上のリ

ンクの評価ということで、今回の暫定版での評価を実施しております。今回の事業箇所が

緑の丸で打っております。ごらんのとおり、現在、Ｄの区間がＢの区間へ向上するという

リンクの評価レベルを得ているところでございます。 

 各区間のリンクの状況については、３７ページにありますように、全体の区間の状況を

表示しておるところでございます。 

 以上でございます。途中途切れまして、申しわけございませんでした。 

【家田部会長】  どうもありがとうございました。予定ではここで議論を入れて、それ

からまた後半へという予定だったんですけれども、大変に時間が押しているところでもご

ざいますので、それからまた性格の似た事業が多いので、少なくとも直轄部分については

一気に説明していただいて、それで議論というふうにしたいと思います。よろしいでしょ

うか。それじゃ、もしよろしければ、そういうことでちょっと説明を継続してお願いでき

たらと思うんですが。あ、座席が違うんだ。いいですか。 

【三浦国道・防災課長】  はい、大丈夫です。 

【家田部会長】  いいですか、すみません。 

【三浦国道・防災課長】  じゃあ、続けて。 

【家田部会長】  次は、そうするとこれは島根の件からですね。 

【伊藤中国地方整備局道路部長】  それでは、中国地方の新規事業区間につきまして説
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明をさせていただきたいと思います。 

 お手元の資料３の４３ページをお開きください。まず、中国地方の小委員会につきまし

ては、先週の１１月８日に開催させていただいております。今回、対象事業としまして、

冒頭にご説明ありましたように、右上に書いてございます山陰自動車として湖陵・多伎、

大田・静間、三隅・益田、３区間審議いただきまして、結論に書いてありますように、新

規事業化については妥当とご意見をいただいております。ただ、評価方法につきましてい

ろいろなご意見をちょうだいしております。 

 １枚めくっていただけますでしょうか。４４ページでございます。ここから個別のやつ

になりますが、今の３区間の位置関係を簡単にレビューさせてください。図が小さくて申

しわけありませんが、左の中ほどに図１、事業位置図というのがございます。ここで該当

箇所４.５キロと書いてありますのが冒頭の湖陵・多伎道路約４.５キロ。それから、左に

１センチほどスライドしますと、大田インターチェンジ、静間インターチェンジと仮称で

書いてございます。この間が約５キロ。これが２番目の事業区間。それから、左に行きま

すと、浜田・三隅道路というところにさらに三隅インターというところが左に切れており

ますが、こちら先が三隅・益田道路という１５キロの区間で３番目でございます。島根県

の圏域としまして、湖陵・多伎、それから大田・静間、こちらが出雲・大田という県の中

部から東部の生活圏域、それから、浜田から西が石見側の生活圏域になってございます。 

 それでは、前置きが長くなりましたが、湖陵・多伎道路でございますが、図１にありま

す４.５キロと。道路交通上の課題でございます。唯一の幹線道路で通行止め発生による交

通障害ということでございますが、この山陰地域におきましては国道９号線が唯一の幹線

道路でございます。図２に書いてございますが、交通事故、災害等によりまして、過去５

年間に４５回通行止めが発生するというような状況でございまして、その場合、迂回率が

２.０倍と書いてございます。真っすぐ結びますと延長で３２キロ、４２分で到達するもの

が、国道と遍路をつないで迂回することになるんですが、６６キロ、８５分というような

迂回になります。右上に行きまして医療機関へのアクセスでございますが、出雲インター

チェンジ以西の高速道路が未整備ということで、医療機関へのアクセスがよくない。速達

性が困難ということになっています。右の絵のほうで、図３で島根県立病院、島根大学医

学部附属病院とございますが、これが出雲・大田圏域におきます３次医療機関でございま

すが、こちらのほうまで今搬送しているという状況にございます。ちなみに、この大田地

域におきましては救急指定をされていた病院が取り下げという状況になりまして、救急搬
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送も書いてありますように４１５人となっておりますが、これがさらに増える状況にある

ということでございます。ということで、整備効果としましては、通行止めを回避すると

いうことで緊急輸送道路の確保、それから効果２としまして医療機関への速達性向上とい

うことでございます。Ｂ／Ｃでいきますと２.２ということになってございます。 

 ４５ページでございますが、全体のルートでございますが、右側、黒い点線が既に事業

化されていて、右側の多伎インターチェンジから左側も多伎・朝山道路ということで事業

化されている、この区間を集落等を避けつつ結んでいるというルートでございます。 

 ４６ページをお開きいただけますでしょうか。参考までに計画段階評価でございますが、

これは先ほどの事業採択の評価と内容はほとんど同じでございますが、通行止めによる交

通障害に対するルートの確保、それから医療へのアクセスといったものの確保がされると

いうことになってございます。 

 もう１枚めくっていただけますでしょうか。しからば、対策としてどういうのがいいか

ということでございますが、図６にありますように、高規格幹線道路として整備する案、

それから現道として拡幅する案、２通りございます。赤線が既に事業化されています区間

を高規格幹線道路で結ぶ案、それから緑色の点線が現道の国道９号で拡幅するという案で

ございます。上の表に整理してございますが、特に通行止めの際に代替路が確保できる、

できないの違いによりまして、案①高規格幹線道路による整備が妥当ということになって

ございます。ちなみに過去の経緯でございますが、右下にありますように、都市計画決定、

平成１８年に決定されております。延長としまして、出雲～仁摩ということで、この区間

と次の２番目の事業区間あわせまして都市計画決定がされてございます。 

 続きまして４８ページ、大田・静間道路のほうに説明を移らせていただきたいと思いま

す。位置関係につきましては、先ほどと重複しますので省きます。赤線で引き出し線が書

いてございます大田市というところ。それから、道路交通上の課題も、先ほどの湖陵・多

伎と同じような状況でございます。特に図２をごらんになっていただければと思いますが、

黒点線で囲ってあるところ２カ所ございます。右側の黒点線は先ほどの湖陵・多伎道路の

リンクが切れている部分、それから左側の黒点線の部分が今回の大田・静間道路のリンク

が切れている部分でございます。いずれにしても、切れているということで、９号で支障

があった場合、同じように迂回をしなければならないという状況にございますので、整備

上の課題、それから整備効果というものは先ほどの案件と同じような内容になろうかと思

います。Ｂ／Ｃにつきまして４８ページにございますが、２.０となってございます。 
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 ４９ページでございますが、ルートでございますが、これも先ほどと同じように、既に

事業化されている前後の区間、右側の朝山・大田道路、左側の静間・仁摩道路、この間を

高規格幹線道路でつなぐというようなルートになってございます。 

 ５０ページ、参考までの計画段階評価でございますが、これは先ほどの案件と同じよう

な内容でございますので、省かせていただきます。 

 ５１ページでございますが、比較案でございます。図６に比較案がかいてございます。

事業化されている区間を赤点線、高規格幹線道路で結ぶという案。それから、緑色の点線

が現道を拡幅する。ただ、ここの区間は一部沿道沿いに土砂災害危険箇所がありますので、

そこの部分をミニバイパスで避けるという案があわせわざになってございます。こちらの

ほうも両方の比較で、特に通行止め、現道の部分で事故等ございました場合に、やはり緊

急輸送道路としての代替路の確保ができないということで、高規格幹線道路のほうが妥当

というようなことになってございます。都市計画決定の状況につきましては先ほどと同じ

区間で一連で決定されてございます。 

 ３番目の三隅・益田道路、５２ページでございます。位置的には、図１、真ん中に浜田

インターチェンジというのがございます。そちらから左、西側に向かって浜田・三隅道路

という事業をしてございます。そこの先に益田道路というのもまだ間はあいて既に供用し

ている区間でございますが、その間をつなぐ１５キロということでございます。道路交通

上の課題でございますが、こちらも９号線が唯一の幹線道路ということで、これが止まる

と通行止めで交通障害が余儀なくされるという状況にございます。特にこの区間、山も迫

っていることがありまして、３目のポチにありますように、土砂災害危険箇所、それから

道路線形が非常によろしくないという箇所がございます。ちなみに、図２のほうに通行止

めの場合の迂回路がかいてございますが、迂回率１.７倍ということで、通常ですと浜田と

益田間４３キロ、６７分のところが、迂回をしますと１００キロ、１１７分ということに

なります。また、右上に行きまして、医療機関へのアクセスでございます。２行目に浜田

医療センター～益田赤十字病院間等の速達性の確保が困難とありますが、この石見圏域に

おきます３次医療拠点というのは浜田医療センターになってございます。ところが、そこ

への速達性、それから６０分で到達できないというエリアがあるということでございます。

整備効果でございますが、先ほどの課題の裏返し、災害時、それから事故等におけます輸

送道路の確保、土砂災害危険箇所も回避されるということになります。それから、３次医

療施設への速達性の向上ということで、時間短縮、それからカバー圏域ということが広が
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ることになります。Ｂ／Ｃにつきましては１.４でございます。 

 続きまして５３ページでございますが、こちらのほうも先ほど２件と同じように、右側、

東側でございますが、浜田・三隅道路という事業化区間、それから左側、益田道路という

ものが既に供用している区間、この区間をつなぐような形になってございます。ただ、少

し延長が長いので、これについては後でもう少し触れさせていただきたいと思います。一

言で言いますと、現道に沿いつつ、なおかつインターチェンジの接続がありますので、現

道とのタッチを考えつつ、土砂災害危険箇所を避けたルートということになってございま

す。 

 ５４ページ、計画段階評価を参考までにつけてございます。こちらのほうも地域の課題

としましては、唯一の幹線道路の通行止め、それから②医療機関へのアクセスといった点

でございまして、これらの解消が政策目標でございます。 

 ５５ページ、お願いします。このような課題につきまして、案としまして表にあります

ように、案①高規格幹線道路としての整備、案②ミニバイパス＋現道拡幅ということでご

ざいます。下の図５にございますが、高規格幹線道路は赤線、それから案②のミニバイパ

ス＋現道拡幅というのが緑点線でございます。ただ、案②も、ミニバイパスと申し上げま

しても、土砂災害危険箇所等がございますのでミニバイパスの区間がそれなりの延長にな

るということで、こちらもそれなりに事業費がかさむということになります。上の表に戻

りますと、土砂災害危険箇所は当然いずれの案も回避されるということになりますが、現

道が事故等で通行止めになったときにやはり通れなくなるということになりまして、その

代替性の違いによりまして高規格幹線道路のほうが優位というふうなことで、こちらの対

策妥当ということになってございます。右下のほうになりますが、こちらにつきましては

１６年から手続を開始してございますので、１５年にＰＩのガイドラインが出ております

ので、ＰＩを実施してございます。そのＰＩの結果、高規格幹線道路の整備が妥当という

ような地元の意見となってございます。２２年１０月に都市計画決定という運びになって

ございます。 

 以上、中国地方３点の案件でございます。 

【長谷川四国地方整備局道路部長】  では、続きまして、四国地方の新規事業区間につ

いてご説明申し上げます。 

 先週の金曜日に四国地方小委員会を開かせていただきまして、５６ページにありますよ

うに、３つの事業、窪川佐賀道路、津島道路、福井道路について、新規事業化は妥当であ
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るという御判断をいただきました。そこに書いてありますように、災害の観点から四国の

道路は大変脆弱だというご指摘もあります。ということで、特に評価手法については、防

災機能の評価に基づく事業の適用等について少しご意見をいただきました。 

 ページめくっていただきまして、５７ページから個別の事業について説明させていただ

きます。まず５７ページ、窪川佐賀道路ですけれども、これは左の図にありますように高

知県の西部の道路でございます。事業位置図にかいておりますけれども、高知から高知道、

須崎道路、新直轄区間と延びてきておりまして、現在、片坂バイパスというところを事業

しておりますが、その前後を挟む区間で１１.２キロの道路となっております。この地域の

道路交通上の課題ということで左下にまとめさせていただいておりますけれども、東南

海・南海地震、四国では大変危惧されているところでございますが、この区間については

土砂災害の危険度が高い場所が多数存在するということが一つの課題となっています。そ

れから右上ですけれども、緊急医療施設への速達性ということで、高知県の西南地域には

３次医療施設がないということで、高知市に依存しておるんですけれども、それへの速達

性について課題があるということでございます。この窪川佐賀道路の整備効果ですが、右

に書いていますように、東南海・南海地震におきます緊急輸送道路の確保がなされるとい

うこと。それから、３次医療への速達性が、そこに書いていますように時間短縮あるいは

圏域の人口が増えるなどの効果があるということでございます。Ｂ／Ｃですが、右下にあ

りますように１.０というふうになっております。 

 ページめくっていただきまして５８ページが全体の図面ですけれども、先ほどご説明い

たしましたが、右の新直轄の事業中の区間、それから真ん中の片坂バイパスの事業中の区

間、その両わきで窪川工区と佐賀工区ということで、全体で１１キロの区間になっており

ます。 

 ５９ページをお願いいたします。防災機能の評価というのを行っております。概要は先

ほど申し上げたとおりでございますが、まず、必要性の評価ということで課題の整理をさ

せていただいています。先ほど申し上げましたけれども、東海・南海地震につきまして土

砂災害の危険度があるということ。それから、この事業区間の先の区間にはさらに津波浸

水で被害を受けるだろうと思われる地域もございまして、そちらへの緊急輸送道路の円滑

な輸送というのが課題となっております。それから右上に行きまして、減災対策というこ

とで避難施設がないとか、住民生活、これは先ほど申し上げましたけれども、医療施設へ

の速達性の課題があるということ。それから、他の交通機関への利便性ということで高知
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の空港への距離が長いということ。それから、地域経済・地域社会等については、周辺市

町村、こちらは四万十町、黒潮町、四万十市とありますけれども、線形不良等があって連

携に支障を来しているということ。それから、産業拠点、防災の観点から分断防止という

観点から見ますと、四国西南地域、水産業が大変盛んでございますが、分断等があります

と安定的供給ができなくなるといった雇用のこともあり、競争力の低下につながるといっ

たような課題がございます。今回のこの道路ができれば、そういったことに対しても役立

つということで必要性を評価しております。 

 めくっていただきまして有効性の評価ですけれども、まずネットワーク上のリンクとし

ての評価項目ということで、現況はＤという評価ですが、整備後はＢの評価になります。

それから、ネットワーク全体の防災機能でございますが、整備前にはリンクが遮断される

ということでございますが、整備後には０.４ということで、改善度は不通が解消というこ

とで無限大となっております。それから、先ほど必要性のところで申しましたが、それぞ

れの課題がありますが、時間短縮の効果ですとかそういった形で有効性があるというふう

に評価しております。 

 めくっていただきまして６１ページ、これは先ほどと同じ図面ですので飛ばさせていた

だきまして、６２ページ、こちらが計画段階評価でございます。同じことの繰り返しにな

りますけれども、東南海・南海地震の津波被害、土砂災害、それから救急医療施設へのア

クセスが課題だということで、原因分析等をいたしております。 

 ６３ページ、計画段階評価で代替対策案の検討をしております。１つは、案①と書いて

おりますけれども、高規格道路として整備する方法。それから、案②といたしましてミニ

バイパス＋現道対策として評価する方法ということでございまして、緊急輸送道路として

の確保については両方同じでございますが、医療施設への速達性の向上の観点、それから

コスト等を含めまして、総合的には高規格道路の整備のほうがいいということで計画段階

評価をさせていただいております。 

 続きまして６４ページ、次は愛媛県の津島道路でございます。左上の四国の地図であり

ますように愛媛県の南西部に位置する道路でございまして、その右の事業位置図にござい

ますが、現在、新直轄ということで愛南大洲線と書いていますけれども、西予宇和～宇和

島へ向けて最後の区間が事業中でございまして、さらに宇和島道路も津島高田インターか

ら先線が、今、赤の点線でかいていますが、事業中でございます。今回の区間はこの先の

１０.３キロの区間ということでございます。道路交通上の課題ですけれども、左の下の図
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にございますが、今回のこの区間、現道５６号がございますけれども、こちらについては

津波浸水区域を通過するということでございます。それから右上ですけれども、救急医療

施設が宇和島にあるということで、そちらに向けての速達性が課題だということでござい

ます。整備効果ですけれども、そういった緊急輸送道路、津波浸水区域を避けるというこ

とで確保されるということ。それから、３次医療施設への速達性が時間短縮等で上がると

いうことでございます。Ｂ／Ｃでございますが、右下にありますように１.１となっており

ます。 

 ６５ページ、少し大きい図面でございますが、黒い線が現道の５６号でございまして、

こちらにかいています赤いバッテンが津波で浸水すると予想されている地域でございまし

て、この区間には３カ所ございますけれども、こちらの区間が津波浸水ということで、山

側のほうの谷合いを入っていきまして、最後、トンネルを抜けて内海インターに抜けると

いったようなルートでございます。 

 ６６ページ、防災機能の評価ということで、これも先ほどの繰り返しになる部分であり

ますが、緊急輸送路の確保といったような課題があるとか、減災対策、あと住民生活で緊

急医療施設への観点、それから公共公益施設への利便性の向上ですとか、地域の連携、あ

と、こちらもやはり水産業がメインだということで、そういった産業の拠点の分断防止の

ために必要性があるということで評価させていただいております。 

 めくっていただきまして６７ページが防災機能の評価でございますけれども、まず有効

性の評価ということで、ネットワーク上のリンクとしての評価ということで、こちらも現

況がＤですけれども、整備後はＢになるということで、評価は◎というふうにさせていた

だいています。あと、ネットワーク全体の防災機能ですが、整備前はリンクが遮断されて

不通ということで無限大ですけれども、整備後には０.５に改善されるということになって

おります。それから、先ほど必要性のところで申し上げましたけれども、それぞれの課題

について時間短縮等が図られるということで、この事業の有効性も高いというふうに評価

させていただいております。 

 ６８ページが地図でございますので、少し飛ばさせていただきます。 

 ６９ページが計画段階評価ということで、こちらのページも先ほどと同じ津波浸水区域

の話、それから医療施設へのアクセスのことが課題になっていることでございます。 

 ７０ページに代替案がございます。上に案①高規格道路の山側のルート、案②高規格道

路の海側ルート、それから案③としてミニバイパス＋現道対策というものがございます。
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左の下にそれぞれの図をかいております。案①といいますのは、先ほど申し上げましたよ

うに、ここである津島南インター（仮称）、それから谷合いを入っていって内海インターに

抜ける案でございますけれども、津波浸水区域を完全に避けているルートでございます。

それから海側ルートということで、これは案②でございますが、青い点線で示しています

が、一度、柿ノ浦インターというところでワンタッチして、また内海インターに向かって

いくというルートでございます。これにつきましては、右下に当該事業の経緯等でＰＩ等

の状況で書いていますけれども、委員会あるいは住民アンケートをとりまして、案①の山

側ルートが推奨ということになっております。しかし、今回、東日本大震災を受けまして、

やはりこちら、津波が心配されるということで、例えば案②のような形で緊急避難路とい

うこともございましたが、事前に宇和島市と愛南町という市町村でございますが、市長さ

ん、町長さんのほうにもそういったことを踏まえてお聞きいたしましたけれども、やはり

コストの面もございますけれども、できるだけ早く案①の山側ルートでやっていただきた

いというお話がございましたので、今までどおり高規格道路の山側ルートということがい

いということで評価させていただいております。 

 それから最後、徳島県の福井道路でございます。７１ページをお願いいたします。こち

らの左上の図にございますように、徳島県の南部に向かっていく道路であります。事業位

置図がそちらにありますけれども、四国横断自動車道で現在、阿南インターまで事業化さ

れております。それから、その先が地域高規格道路になりますけれども、阿南安芸自動車

道という計画がありまして、その一番最初の上の桑野道路というのは、今年度、新規事業

化していただいたものでございます。それから、その下の日和佐道路、これは今年の７月

に全線供用させていただいたものでございまして、ちょうどその間を埋める区間が福井道

路という位置関係になっております。こちらの道路交通上の課題ですけれども、こちらも

主に阿南市で東南海・南海地震の津波浸水区域を通過するということで、緊急輸送道路を

確保するということは課題でございますし、右上でございますが、徳島県の県南地域から

緊急医療施設へのアクセスということで、これも速達性という観点から課題となっていま

す。整備効果ですけれども、こちらの福井道路ができますと緊急輸送道路が確保されると

いうこと。それから、３次医療施設への速達性も、時間短縮あるいは圏域の人口が広がる

ということで整備効果はあるというふうに評価しています。Ｂ／Ｃでございますけれども、

右下にありますように１.０というふうになっております。 

 ７２ページでございますが、こちら、先ほど申しましたけど、大きい図面でございます
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が、真ん中から左部分が桑野道路ということで今年度から事業化した区間で、その先、桑

野インターから小野インターでございますが、この９.６キロ。現道５５号というのが黒い

線で示されておりますが、これは橘港、橘湾の沿岸を走っているということで、津波浸水

区域が多数あるということで、山側に逃げたようなルートになっております。 

 ７３ページは防災機能の評価でございます。概要は先ほど説明いたしましたので、必要

性の評価ということで課題の整理はさせていただいておりまして、繰り返しになりますが、

緊急輸送道路の確保。それから、減災対策への取り組み。あと、住民生活ということで緊

急医療施設への速達性の話。それから、交通機関利便性ということで、やはり徳島の空港

への連絡性が課題だとか公共公益施設への利便性・連絡性が課題ということ。それから、

周辺市町村ということで、阿南市、それらか南に向けての市町村との連携が線形不良など

により支障があるということ。それから、産業ということで、こちら、右の図にあります

けれども、地鶏等のニワトリが大変生産が多いということで、県南地域は有数の生産地と

いうことで、防災の観点からも安定的に供給という観点からも必要であるというような評

価をさせていただいています。 

 それから７４ページでございますが、有効性の評価で、左にありますが、まずネットワ

ーク上のリンクとしての評価項目ということで、主要都市・拠点間の防災機能は、そちら

にありますように、これも現況がＤございますが、整備後はＢになるということで、◎の

評価をさせていただいています。あと、ネットワーク全体の防災機能ですけれども、整備

前は遮断されるということで無限大ですが、整備後は弱点度は０.５に改善されるというこ

とであります。それから、そのほかの評価項目、先ほどの課題の整理のところにありまし

たけれども、時間短縮の観点あるいは圏域の人口が広がるということで、それぞれ有効性

が高いというふうに判断させていただいています。 

 ７５ページが全体図でございまして、先ほど言いましたのは桑野道路と日和佐道路を挟

む区間ということでございます。 

 ７６ページが計画段階評価でございます。 

 ７６ページは課題等まとめてありますが、７７ページをお開きください。対策案の比較

検討ということで、案①高規格道路による整備、案②のミニバイパスによる整備、それか

ら案③の現道対策（現道嵩上げによる対策）ということでありまして、実は先ほど申し上

げましたように、この隣接区間の桑野道路が昨年度新規事業化するということで、そのと

きに一度お諮りしたものでございます。数字等、若干時点修正しております。１つご説明
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を申し上げますと、一番右の案③現道嵩上げについては、昨年度の委員会で、これ、地域

分断するということで、非現実的な案だからということで削除と書いていますが、今回、

参考のため載せましたけれども、基本的には案①と案②を比べるということで計画段階評

価をさせていただいていまして、先ほど言いました緊急輸送道路の観点、それから速達性

の向上、コスト等含めまして、総合評価は案①の高規格道路がいいだろうというような評

価をしていただいています。ちなみに、高規格道路のコストにつきましてこの７００億と

いうのは、桑野道路と福井道路、両方足した数字でございます。 

 最後に、７８ページ、７９ページが、四国全体で有効性の評価を大きな図としてまとめ

たものでございます。左、現況でございますが、今回の区間、緑色の丸でくくっている区

間ですけれども、この３つの区間がＤからＢになるということで、右のような形になると

いうことであります。いずれにしても、まだＤの区間が残っているような状況になってお

りますけれども、幾らかは改善されるということであります。 

 それから最後のページ、７９ページでございますが、弱点度・改善度も四国の全リンク

について評価しまして、改善度、右の真ん中の図にありますような、そういった形で改善

されるといったような図をつけております。 

 以上です。 

【家田部会長】  よろしいですか。大分時間が押しちゃったみたいなので、なるべく円

滑な議事運営にしたいと思います。あと１件、会社施行のが残っているというのをご留意

いただきながら議論をひとつお願いしたいと思います。手順としましては、今ご説明いた

だいたものについてのご質問等を一通りいただいて、それにまとめてお答えいただいて、

それから会社施行のほうの説明をいただいて、また質疑をして、最後に直轄と会社施行も

込みにしてご判断をいただくということにしたいと思います。 

 順番は決めませんので、ご質問事項をどうぞ挙げていただいたらと思います。 

 ちなみに、ちょっと単純な確認だけさせていただくと、いずれも２車線でということな

んだけれども、速度を見ると、２車線の８０というところと、２車線の６０というところ

があって、２車線の８０というのは真ん中に――その図面もまた各路線によって違う図が

ついているからわからないんだけど、セパレーションを置いている図もあるし、全然置い

てない図もあるんですが、８０のはセパレーションを置くという前提でよろしいかという

ことと、それから、６０と書いてあるのは、これまたセパレーションがかいてある図とか

いてない図があったりするんだけれども、そのスペックのところだけ、ちょっとだけ単純
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な確認ですけど、三浦さん、教えていただけましたら。 

【三浦国道・防災課長】  ８０のところはハードの中央分離帯があるところです。６０

はたしか２カ所だったと思いますが、油坂の道路と、それから尾鷲のところの２カ所が６

０キロになっていると思いますけれども……。 

【菊地中部地方整備局道路部長】  中部の場合は、前後の区間が６０キロ設計の計画で

事業をやっておりまして、それと合わせて、間が抜けている部分という形で設計をしてお

るところでございます。 

【家田部会長】  分離帯はない？ 

【菊地中部地方整備局道路部長】  一応これ、暫定２車……。 

【家田部会長】  じゃ、分離帯を置く、棒を立てるの？ 

【菊地中部地方整備局道路部長】  ええ、という形で棒を立てていこうというふうに考

えております。 

【家田部会長】  ついでに確認ですけど、全部暫定２車？ 永久２車というのはここに

はないんですか。 

【三浦国道・防災課長】  完成２車もあります。 

【家田部会長】  あ、完成２車もこの中にはあるんですか。 

【三浦国道・防災課長】  はい。 

【家田部会長】  どれとどれが完成２車だけちょっと教えていただけます？ すぐわか

らないかな。じゃあ……。 

【三浦国道・防災課長】  いや、すぐわかります。 

【家田部会長】  わかります？ 

【三浦国道・防災課長】  この資料２の表で申し上げますと、②の二ツ井今泉道路、こ

れが完成２車です。それから、その下の泉田道路も完成２車です。あと、⑤の河津下田道

路のⅡ期、これも完成２車です。それから、福井県の大野油坂道路、ここも完成２車にな

っています。それから、⑪から⑬まで四国の３県、これも完成２車になっております。 

【家田部会長】  はい、どうもありがとうございました。単純な確認だけさせていただ

きました。 

 それじゃ、どうぞ皆さん方から。じゃ、上村さんから。 

【上村委員】  全部の箇所を聞いた上でも、ほんと私、認識が違ったらいけないのでお

尋ねしたいのですけれども、今回は一般国道で高規格幹線道路のミッシングリンクをつな
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いでいくと。それで、そこの間は無料であるということですね。それで、これは非常に防

災面あるいは緊急輸送道路という意味においても、いろんな角度から大変に必要であると

いう必要性は認めておりますということを前提に申し上げた上で、幾つかのことをお聞き

したいわけです。要は、完成すればこれは有料と無料がまじっていく形になるんですよね。

インターチェンジで一たんおりて、そしてまた国道を通ってまた乗るという形に……。 

【家田部会長】  これ、無料でしょう、みんな。 

【上村委員】  なっていくわけですか。それとも、あるいは、つながった場合には、そ

こはもちろん無料ではあるけれども、そこはあくまで一たん……。 

【家田部会長】  おりない。 

【三浦国道・防災課長】  有料と無料のつなぎ目がどうなるかということですけど、例

えば資料１の４ページのところをごらんいただきますと、これが有料と無料のつなぎ目の

ところが２カ所出てくるところですけれども、小坂ジャンクションのところにセンターバ

リアができます。ここで料金徴収をして、ですから、ここで言うと浦和のところからセン

ターバリアがありますけれども、ああいうふうにちょうど道路の真ん中に料金徴収所があ

って、そしてそこから無料と有料が分かれるというようなところ……。 

【上村委員】  になるわけですね。 

【三浦国道・防災課長】  になります、はい。 

【上村委員】  本来、こういうつくり方という形でもいいわけですが、本来ならばこれ

は有料でいわゆる一気通貫で行くように、もともと１万４,０００キロの計画の中ではあっ

たというところだという理解なんですけれども、そうではないのですか。今回、こういう

つくり込みをするということ自体は、それはそれでいいと思うんですけれども、本来はこ

こで一たんおりてというのではなくてですね。 

【家田部会長】  いや、これはおりるわけじゃない。 

【三浦国道・防災課長】  おりないです。 

【上村委員】  つながって。 

【家田部会長】  ずっとつながっているんだけど、この区間は金を取らないという。 

【上村委員】  この区間はお金を取らないわけですね。では、その上で、ＮＥＸＣＯな

り、あるいは地方有料との管理の切り分けだとか、有料道路、そういうものはどういうふ

うにこれからなっていくことになるんですか。 

【三浦国道・防災課長】  この無料区間は全部直轄事業、直轄の事業で管理をしていく
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ことになります。 

【上村委員】  これからもしていくことになっていく。 

【三浦国道・防災課長】  ええ、はい。 

【上村委員】  そして、料金に関しても個別につながって取るようなことはないという

ことですか。 

【三浦国道・防災課長】  そうですね。個別に取ることはありません。 

【上村委員】  でも、これというのは、本来は全部有料で行くというような枠組みの中

で計画されていたということですよね。 

【三浦国道・防災課長】  かつてはそういう時代もありましたが、道路公団の民営化の

ときに新直轄というような制度もできて、採算の取れないところは無料化をしていくとい

う方針が出されて、従前、ＮＥＸＣＯが整備していたところも直轄区間になって無料にな

っているところもあります。ここの４ページので言うと、小坂ジャンクションから左側の

ほうに出ているところは新直轄区間ということでＮＥＸＣＯがやっていましたけど、無料

区間にある時点でなったというふうな整理を……。 

【上村委員】  完成したときには、走っている人にとってはわからないけど、例えば、

今、家田先生がおっしゃったように４車線から２車線になったりすることもあるし、それ

からまた、そういったものが入りまじっているというような道になるような運用になって

いくということですね。 

【三浦国道・防災課長】  基本的には無料区間がある一定区間あるような感じで……。 

【森企画課長】  もともと全体を有料道路で管理をするということを想定していたわけ

でございますが、なかなか実際に交通需要が伸びないという状況がございます。あと加え

て、有料の採算ということでいくとなかなか事業が将来見通せないということもございま

して、どうしても待てない、緊急の災害等々に対しても対応するためということで、また

さらには採算が非常に厳しい区間、社会的な要請はあるんだけれども、例えば費用対効果

という意味での事業の重要性、社会的な重要性はあるんだけれども、採算が取れないとい

う区間については、この１０年来、無料の区間、要は税金で整備をするという区間の整備

手法をとってきたわけでございます。ですので、そこの部分に関しては今後とも基本的に

は無料で開放するということになるわけでございますが……。 

【家田部会長】  すみません、この辺の議論はもちろん重要なんだけれども、高速道路

システム全体のあり方がどうあるかというのをここでやっていると、個別のところが検討
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できないので、ちょっと上村先生によくお考えいただいて、後でもう一回ご質問を個別に

していただくことにして。 

【森企画課長】  はい、わかりました。 

【上村委員】  もう今、最後のところなので、最後だけおっしゃって下さい。 

【森企画課長】  それで、料金的なところも、要は有料であったり、無料だったりとい

うことで、まだらが発生するところもございます。ここについては非常に利用勝手が悪い

というご指摘もありますので、全体を含めて、先ほど家田先生からもご紹介ありましたあ

り方委員会等々の中でも議論させていただいておりまして、少し入れかえも将来的には見

通しを考えていかないといけない。全体としては、利用者にとって利用しやすいネットワ

ークをつくり上げていくというふうな形で目指していきたいと思っております。 

【家田部会長】  じゃあ、個別のをぜひ。きょうは各部長さんもおいでになっていて、

個別の地名つきの議論をしなきゃいけない場なので、根本的なあり方論をちょっと棚上げ

させてください。その上で、個別にどこの区間はどうなのか、エンジニアリング的に、あ

るいは経済的に、そういうご質問を一通りいただいて、それにまとめてお答えいただくよ

うにしましょう。 

 じゃあ、田村先生、手が挙がっていましたね。 

【田村委員】  ２つあります。１つ目は９ページ目、秋田の例なんですけれども、計画

段階評価として現道をうまく使ってゆこうという、大事な議論だと思うんです。この中で

事業費は安く、これは現道を使うので当たり前ですよね。早く開通できること、ここのと

ころ、私、すごく重要なポイントだと思うんです。例えば、３,１２５名のアンケートをと

ったとき、早く整備するということを地域の人がどういうふうにとらまえているのか、あ

るいは説明したのかというのをもうちょっと教えてほしいということです、１つ目は。 

 それから２つ目は、これは中部と四国に関係してくるんですが、現道浸水域というのを

使うときのもとになる資料が、２４ページ目は文科省の数値を使って出していて、それか

ら四国のほうは、６４ページのほうは、中央防災会議の数値を使っている。そのデータを

もとにして外力としてここ浸水するよというのはだれが決めたのかを教えてほしいんです

が。 

【家田部会長】  まとめてお答えいただくので、一通りご質問が出てからにしましょう

ね。じゃ、太田先生。 

【太田委員】  個別箇所について４カ所お伺いします。 
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 １つ目は、４ページのところの図でコントロールポイントって書いてあるのですけど、

このコントロールポイントは何かということです。 

 ２つ目は、輪島の件ですけど、輪島はこの道路の整備によって観光への効果が結構ある

と思いますが、観光についてコメントがなかったので、何かありませんかということです。 

 ３つ目は、福井道路で７２ページのところですけれども、現道をということに関して、

国道の現道だけなのですが、これに関連して、県道２４号線を何かバージョンアップする

というオプションはなかったのかなということをお教えください。 

 それから４番目は、これはお答えいただかなくても結構なのですけれども、事前の評価

で高校生に意見を聞かれたという話がありましたが、そこで高校生はどういうことを――

具体的に何か意見があったのか、もし今わかれば教えてください。 

【家田部会長】  ありがとうございます。上村先生、個別具体のご質問はございません

か。 

【上村委員】  ほんとうは全体にかかわるんですけれども、個別具体で教えていただき

たいとするならば、地方有料につながる八戸線と４番目の能越自動車道の中で、例えばこ

れが完成したときに有料道路における通行量が増えて料金が増えるかもしれないというよ

うなことは、あんまりＢ／Ｃに反映されてはいないように、この計算の方法だと思うんで

すけれども、そういったものは例えばカウントを予想としてはされていたのであれば、そ

の結果、どれぐらい通行量が増えるというような予想数量をもし想定しておられるのであ

れば、教えていただきたいと思います。 

【家田部会長】  交通量に、料金の云々によって変わる可能性があるので、そこの取り

扱いとね。 

 ほかのご質問どうぞ、足しておいてください。 

【田村委員】  ２３ページ目の尾鷲についてです。防災に関しては尾鷲は有名ですけれ

ども、私の理解は、例えばインターチェンジの位置については、施工段階で地元の意見を

聞きながら弾力的に決めてゆくというような理解でよいのですね。確認です。 

【家田部会長】  ほかにはよろしいですか。じゃあ、私もちょっと気がついたというか、

聞きたいなというようなことを幾つか挙げてみたいと思います。 

 順不同なんですけれども、一番下の福井道路、これはさっきの防災上のチェックからも

◎がつく重要な場所だし、やりがいがあるというか、大事な場所だし、それから、交通量

も１万２,５００台なんですよね。大きいですよね。つまり、この中じゃきわめつけに大き
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いくらいの交通量のうちに入るやつなんだけれども、だけど、Ｂ／Ｃ１なんですよね。便

益を四国の中の３つでＣとＢをチェックして見てみると、キロ当たりのコストはどれもそ

んなに高くない。特にこの福井が高いわけじゃないんですけれども、便益が少ないんです

よ。交通量は多いのに便益少ないというのは、何が起こっているのか。時間短縮がえらい

大したことないような世界なのか。だけど、地図を見ると何か効果ありそうに思うしね。

そこ、ちょっと実情を教えていただきたいと。これ、１点目です。 

 それから２点目は、そういう意味でいいますと、さっきの防災上、今回新しくチェック

項目に入れた防災上ので◎がつくのは、県だけ言っちゃうと、石川県、静岡県、三重県、

福井県の４県、それから下のほうの愛知県、高知県、徳島県の３県、都合７県なんですね。

その中で交通量が非常に多いのは最後の福井道路だけで……あ、そうでもないか。輪島道

路と河津下田は９,１００台、８,８００台で１万台に近いぐらい。でも、熊野尾鷲は５,

７００台、大野油坂は４,５００台、それから津島は６,７００で、窪川が６,８００、結構

少ないですよね。少ないところで２車線の６０キロというある種のスペックを少し我慢し

ながらでも、やっぱりやっていこうということ。それでＢ／Ｃもわりあい低いというとこ

ろと、今度、逆にＢ／Ｃはわりと低いんですけれども、津島や窪川の１.１とか１.０みた

いに。交通量少ない。だけども、これは８０キロだというようなところというのはどんな

ものなのかなと。そこら辺の８０キロであることの正当性、あえてこの交通量で８０キロ

というところのあたり。それが２点目。 

 ３点目は、◎がついたところは、たとえ通常の交通量が少ないところであっても、防災

上のことを考えるとやりましょうという考えで行くべきだと思っていますけれども、だけ

ど、そのときには、通常の交通量に対応するようなところに着眼点がある道路の設計とい

うよりは、いざというときに使い勝手がいいように、こっち側が車がとまっちゃったら反

対側を通っていけるようにとか、分離帯なんかがむしろないほうがいいんじゃないかとい

う議論もあり方委員会や何かで議論されているところなんですけれども、今決まってなく

てもいいんですけど、そういう防災のところから考えてつくっていこうという道路なら、

スペックについてももうちょっと防災性のところがアップでき、しかもコストが上がらな

いような工夫があってしかるべきかと思うんですが、その辺についてお考えを聞きたいな

という点をつけ加えさせていただきました。 

 先生方、ほかにつけ加える点はいいですか。じゃあ、以上のところについて順に、どう

しましょう、北のほうからお答えいただくようにしましょうか。 
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【川瀧東北地方整備局道路部長】  じゃあ、東北のほうから。まず最初、４ページのコ

ントロールポイントが何かというご質問がありました。図面を見ていただきたいんですけ

れども、この緑色に塗っているところ、これはすみません、市街地です。住宅地があると

ころでございまして、これを避けたルートに、今回、赤点々でしたということでございま

した。 

 それから２つ目に、９ページで、二ツ井のところの計画段階評価の内容で、早くできる

ということについてもう少し詳しくというご質問でした。左側の表がございます。対策案

の設定というところの表があります。案①が全線新設案です、青いほうが。案②の赤いの

が現道活用案なんですが、ちょっとここの概要を読みますが、全線の新設案は、二ツ井白

神～あきた北空港間を、新しい高速道路でつなぐ案と。その下、整備効果では、建設期間

が長く、これ、全線できないと――１０年程度なのかもしれませんが、全線完成するまで

利用できないというふうに書いております。案②の赤いほうは、比較的走行性のよい現道

（二ツ井バイパス、あきた北空港西線）を有効活用し、これ、今回の事業区間です、小繋

～今泉間を改良（新しい道路でつなぐことも想定）する案。現道は交差点立体化等により

自動車専用道路化。その下には、小繋～今泉間が先行整備され早期に利用可能というよう

な記述を書かせていただきまして、これでアンケートをする、あるいは地元の説明会をし

ました。その結果として右側の円グラフが２つありますけれども、その下側の円グラフで

現道活用案が若干多かったんですけれども、その個別、個別の理由を聞きますと、自由回

答ということでいくと、「事業費が安い」とか「早く開通してほしい」という意見が２００

票ほどでございましたけれども、かなりあったということでありました。 

 それから３つ目、高校生のアンケートのご質問がありましたが、高校生については、私

ども東北の委員会の中で高速道路について若い人の意見も聞くべきだという意見もありま

して、例えば秋田でいきますと、高校生のアンケートをしました。６６０ほどですね、高

校生、３つの高校に聞きました。その結果、やはり半分ぐらいの方が「よくわからない」

という方が正直言ってありました。高速道路の話だったものですから。ただ、残りの方々

は「早く整備をしてほしい」という意見が多数だったということでございました。 

 以上です。 

【後藤北陸地方整備局道路部長】  それでは、続きまして、北陸のほうから答えさせて

いただきます。 

 輪島道路についてのことでございますけれども、観光についてのコメントがなかったと
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いうことで、申しわけありません。紙面都合上、表記してないんですけれども、輪島につ

きましては朝市等で非常に有名で、観光地でございます。昨今、観光入り込み客がかなり

落ち込んでおります。特に１９年の３月に能登半島地震等が起きましてかなり落ち込んだ

んですが、その後、あまりまだ回復できていないというのが実情で、また、輪島には輪島

港もございまして、今、クルーズ船が寄港するような港になっております。そういったと

ころから、この道路、特にまた東京からは能登空港直行便もございます。そこから輪島と

いうことで、そういった空港、それから輪島市内、それから輪島港を結ぶ路線として短縮

化が図られるということで期待されているということを、紙面にできませんでしたけれど

も、コメントさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

【菊地中部地方整備局道路部長】  続きまして、中部からでございます。 

 ２２ページの文科省の地震調査研究推進本部、この発表のほうは実は地震の切迫度のほ

うで東海地震が８７％、東南海が６０％、これがここに書いているものでございます。そ

れで、次のページの浸水区域でございますが、これは三重県が平成１６年に３連動があっ

た場合の浸水域というのを全部シミュレーションしております。各県ごとに、静岡は静岡

で、三重は三重でやっておりまして、それをもとに浸水する場所を設定しております。た

だ、それは現在現時点というか、まだ中央防災会議で議論されている手前の今の間である

もので、この浸水域というのは設定している状況で……。 

【田村委員】  ５００年確率？ 

【菊地中部地方整備局道路部長】  現時点ですから、マグニチュード８.７の、現在、中

央防災会議で設定しているもので県が独自にやったものを準用しております。 

【田村委員】  わかりました。 

【菊地中部地方整備局道路部長】  続きまして、尾鷲の南北道路については、この津波

を避けるというルートになっておりますけれども、現在、地元から避難階段ですとか、こ

の上のほうに上っていきたいという要望がございまして、構造上、地元住民が上がれるよ

うな仕組みをつくっていこうと思っていますし、インターにつきましては、そのインター

で回転ができるように――実は、尾鷲北のほうは北方向へ、尾鷲南は南の方向へのインタ

ーなんですが、残地等を活用しながら緊急時にはＵターンができるようにしていこうとい

うことで、地元の協議を現在進めておるところでございます。 

 以上です。 

【茅野近畿地方整備局道路部長】  中部縦貫大野油坂道路ですけれど、先ほど話題にな
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りましたＢ／Ｃの関係で、交通量は４,５００台と少ないんですけれども、これはほかの路

線と十分比較していないんですけれども、さっきも申し上げましたけど、迂回率が非常に

稼げるというんですか、これができることで従来の時間短縮効果が大きいということが一

つ、Ｂ／Ｃが交通量が少ないにもかかわらず１.１になっているのかなというふうには思い

ます。 

 それから、構造としましてはこれは完成も２車線なんですけれども、防災上の観点が非

常に大きい路線でございますので、まだこれから詳細は設計いたしますけど、トンネル等、

これも交通量が少ないので、頑張ってコスト縮減しているので非常に狭くなっていますが、

中分のところはラバーで緊急のときは行き来できるようにするとか、一方で、一般部は、

これ、雪が降るところですので堆雪帯とかとっていますので、多少そこはショルダーも広

くなっているようなことがありまして、そこはかたいものを真ん中に入れていいのかなと。

そういったことを今、詳細に向けて検討しているところでございます。 

 以上です。 

【縄田高速道路課長】  あと、公社有料の関係でございますけれども、有料の公社の増

収については、今回、整備局でそれぞれカウントされているＢには入っておりません。公

社の収益が上がるかどうかというのは公社の事業で対応しますので、公社有料道路を事業

化するときには、将来のネットワークがいつごろできるかというのを想定しながら、その

ネットワークができたときには交通量は増えるというのを前提に計算するのが通常でござ

います。ご指摘のうちの青森と石川、それぞれ公社有料でありますけれども、特に青森に

ついては昨年、みちのく有料道路をその時点での最新の情報で見直しております。石川県

の能登有料のほうは供用してかなり長くたっていますので、ちょっと今、手元にデータが

ありません。いずれにせよ通常は将来のネットワークがつながるであろうことを想定した

交通量を組み込んで収益の計算をいたします。 

【長谷川四国地方整備局道路部長】  先ほどの津波の浸水の関係ですけど、先ほど説明

したとおりでございまして、四国も各県で決めております。 

 それから、福井道路の県ですけれども、先生ご指摘のとおり、時間短縮効果が交通量の

わりにないといいますのは、７２ページ、ちょっと大きな図面がありますから、見ていた

だければ大体ご想像がつくかと思うんですけれども、左のほうが徳島市で、右が室戸岬と

いうか、先端に、南に向かっていくんですけれども、通過交通はここにある県道２４とい

う緑色のルートがございますけれども、こちらを使う車が多いような計算になりまして、
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それと今回の新規ので比べると、時間短縮効果が交通量のわりには出にくいというか、そ

んなことになっています。 

 それから、今まさに言いました県道２４号を改良する、嵩上げ、現道拡幅するという案

も検討したのかというお話がございましたが、県のほうにも少し確認させていただきまし

たけれども、こちらは特に改良する計画はないということでございますし、見ていただい

てわかりますとおり、こちらの道沿いにそれなりに住居とかあったりしまして、実際、拡

幅とかをやろうと思うと少し事業的には難しいんじゃないかなという気はいたします。 

【三浦国道・防災課長】  あと、家田先生からご指摘のあった６０キロにしているよう

なところも２カ所あって、Ｂ／Ｃの低いところはもうちょっとコスト縮減をして８０を６

０にするというような、そういうこともしてコスト縮減を図ったらという考えはないのか

というようなお話もあったかと思います。速達性をどの程度確保するかというのは非常に

まだ議論のあるところだというふうに思っておりますが、現状を申し上げますと、なるべ

く時間短縮効果を出そうとすると速達性の高い道路をつくるというほうがＢが稼げるよう

な状況になっておりますし、それから、現道の状況に比べるとやはり地元が望んでいるの

も速度が速い道路を望んでおりますので、基本は道路構造令の中で許される範囲で速達性

のなるべく高いものを適用していこうということですが、この三重と福井は非常に地形が

厳しいところで、構造令の中では山地部という分類を適用していることもあって６０キロ

になっております。それで１種４級という種級区分が１つ落ちるというような状況になっ

ているということでございます。ですから、最初にそこら辺が決まって、それでＢ／Ｃが

出てくるというようなのが今の状況だというふうに思いますが、どの程度の、８０がいい

のか、７０がいいのか、６０がいいのかというのは、現状ではＢ／Ｃとの兼ね合いでだん

だん決まっているというのが現状であります。 

【家田部会長】  一通りお答えいただいたと思いますけど、加えてご質問等ございませ

んか。はい、どうぞ。 

【太田委員】  先ほど輪島のお話があって、私、輪島で観光は大切だし、能登空港から

のアクセスはすごく重要なのに、紙面の関係で割愛という話でした。これは、資料をつく

るときに何か紙面の制限をしているのかなというのがちょっと気になりました。何でその

ようなことが気になったかというと、尾鷲のほうで平成２５年の式年遷宮という話がされ

たのですけど、事業が２０年かかるんだったら平成４５年だろうと思ったのに、このよう

に主張されている。一方、能登のほうはわりと控え目だったなというのがちょっと気にな
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ったものですから申し上げたので、プレゼンテーションについての制限等々がもしあるの

でしたら、その辺は今後ご検討ください。 

【三浦国道・防災課長】  はい、わかりました。重要なことは欠かさないような形でや

りたいと思います。 

【家田部会長】  ほかにいかがですか。じゃあ、つけ加えてちょっと申しわけないんだ

けど、さっき完成２車と暫定２車の区別を言っていただいたんだけど、熊野尾鷲について

は、これ、暫定２車なんですよね。５,７００台、Ｂ／Ｃ１.２、防災上は超重要。そうい

うところは何ですかね、例えば三陸自動車道の状況に比べてやっぱり交通量増えるという

暫定２車ですかねという、そこら辺はどういう感覚の言質でしょうかね。 

 それ１点だけ質問と、もう一つは、三浦課長おっしゃるのはわかるので、別に遅いほう

がいいと言っているつもりはないんだけど、要するに、費用と得られるものと、それから、

そこの区間が主として生きるのがスピードアップだとかなんとかの話とは限らずに、いざ

というときにつながっていることが重要だという場所については、便益が上がることのメ

リットもさることながら、コストが下がることのメリットというのも大きいかなという感

覚があって、いつでもどこでもが正しいと言うつもりはないんですが、そこら辺、なるべ

く柔軟に考えていくのがいいんじゃないかなという趣旨で申し上げた次第です。 

【菊地中部地方整備局道路部長】  ただいまの尾鷲南北の関係でございますけれども、

都市計画決定上は４車でやっております。今回、暫定２車という形で整備することになり

ます。長期的にという形でありますと、ここにも書いてあります５,７００台という形の中

で、４車化というのがなかなか難しい状況ではあるかなと思っておるところでございます。

暫定２車としての構造でつくっていくわけでございますけれども、その辺の交通状況を見

ながら対応できる部分については対応していきたいと思っています。 

【家田部会長】  ありがとうございました。ぜひ暫定２車、４車にはしないこともあり

得るって考えたときに、どんなようなところの用地であるとか跨道橋であるとか、いろい

ろ考える余地はあろうかと思いますよね。どうもありがとうございます。 

 ほかにはいかがですか。よろしいですか。 

 それじゃ、ひとまず質疑をこれで終わらせてもらって、次の資料４の会社施行分につい

てご説明と質疑の時間に入ろうと思います。 

【縄田高速道路課長】  それでは、お手元資料４と参考資料３をもちまして、会社施行

事業についてご説明させていただきます。 
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 本来、この事業につきましては横浜市で事業を対応いたしますけれども、高速会社が関

与するというのを想定しているために、新規事業採択時評価、事業手法、それから施行区

分についてご審議いただくものでございます。 

 資料４、表紙をおめくりいただきまして、１ページ目が事業の概要でございます。資料

１ページ目と２ページ目がセットになっておりまして、２ページ目に平面図と縦断図があ

りますので、適宜あわせてごらんいただければと思います。説明は１ページで説明させて

いただきます。事業概要でございますが、高速横浜環状北西線は、第三京浜の港北ジャン

クションから東名高速道路の横浜青葉インターを結ぶ７キロの自動車専用道路、うち４キ

ロがトンネルというような形になっています。全体事業費は２,２００億、計画交通量１日

約４万５,０００台と、こういうことになっております。下に交通上の課題とございますが、

特に横浜港と東名高速間の定時性・速達性が損なわれているというようなこと。それから

２つ目にネットワークの信頼性、これは特に幹線道路を中心としたネットワークの信頼性

が低いということ。それから、北西線沿線の住宅地への大型車の混入を排除すべきだとい

う課題に対応するために計画されたものでございまして、右側にそれぞれに対応する整備

効果が書かれております。３番のところでございます。費用対便益の詳細については右下

にございますが、Ｂ／Ｃは１.８になってございます。 

 おめくりいただいて、参考までに３ページ、４ページに、こちらは計画段階の評価も行

っておりますので、資料をつけさせていただいております。課題等は同じでございます。

４ページ目に計画段階評価の簡単な概要がございます。平成１３年に都市再生プロジェク

トに位置づけられて、平成１５年から構想段階による市民参画型道路計画プロセスを実施

しております。この中で、このページの上にございますようにルート、構造につきまして、

それぞれ市民の方々に段階ごとにご意見をいただきながら、２３年３月、今年の３月に都

市計画決定がされたというところでございます。 

 以上が新規事業採択時評価についての資料でございました。 

 おめくりいただきまして、次のページから、Ａ４の資料が続いております。Ａ４の資料

につきましては、事業手法と、それから施行区分についてのご審議の資料でございます。 

 １ページ目でございますが、事業の主体でございます。こちらにつきましては、以下の

３点から首都高速道路会社が有料道路事業主体となることが妥当であるという原案になっ

てございます。１つ目が、横浜市の要望を受けて、横浜市とともに首都高速道路会社が事

業予定者として都市計画の手続を既に進めてきているということ。それから２つ目に、事
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業中の高速横浜環状北線、これと一体となって機能するというような事業であること。そ

れから３つ目に、首都高速道路会社が有料投資を行うという意向を明確に持っているとい

うことで、下にそのご意向を伺った内容が書かれてございます。こういうことで、有料事

業主体としては首都高速会社が妥当であるという原案になってございます。 

 それから、投資限度額、施行区分等でございますが、２ページ目に周辺のネットワーク

が掲げてございます。特に高速道路等の幹線道路系がございますが、緑の実線と点線、そ

れから黒の実線と点線、これが今、供用あるいは事業中のネットワークでございますので、

これらが今後整備されるというのを前提で有料の限度額を計算してございます。 

 おめくりいただいて、３ページ目でございます。有料投資限度額につきましては、隣接

区間の最新の協定――これは隣接区間、高速横浜環状北線でございます。これが今年の６

月にさまざまな諸条件を見て協定を改定しておりますが、このときの諸条件と整合してい

るというようなことをチェックさせていただいております。 

 それから右側に、その条件のもとに採算を計算しました。その結果が参考資料３の４ペ

ージ目にございます。Ａ３で折り込みで折っておりますけど、表でございますが、計算の

結果の表でございます。こちらで、平成３３年供用、平成６２年までに償還という条件、

それから、先ほど申し上げました料金等につきましては、来年１月から導入予定の首都高

速道路の対距離制をベースにした料金設定で計算しましたところ、可能な有料投資限度額

が１,０５０億という計算になっておりまして、これらを単独の収入で償還確保されている

ということを確認していることでございます。 

 それから最後、施行区分でございます。この１,０５０億の有料会社の投資限度額の範囲

内において、施行区分につきましては区間によって責任分担を明確化する。それから、道

路の利用者の負担と税負担、これの組み合わせをもって対応する。全額有料では対応でき

ないということで、組み合わせによって対応するということでございます。具体的には、

下の絵に赤いところに塗ってあるような形で有料道路方式を導入したいというふうに考え

ております。日常的なメンテナンスが必要、舗装あるいは設備工事については全線にわた

って有料道路事業者が実施すべきであろうと。あともう１点、有料道路と接続するジャン

クション部については、これも効率的な整備を進める観点から有料道路事業者が実施すべ

きであろうと。残りの区間については、公共事業を担当する横浜市で施行していただく。

こういう役割分担で事業を実施してはどうかという原案でございます。 

 なお、上記の施行区分に基づきましてコスト縮減にさらに努める、事業リスクについて
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はそれぞれが責任を持つということで対応してはどうかということでございます。 

 資料の説明は以上でございます。 

【家田部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの会社施行分の案件につきまして、まずは質疑の時間をとりたいと

思います。どうぞ、いかがでしょうか。はい、上村さん。 

【上村委員】  これも、この道路が完成することによって生じるであろう将来の収入と

いうのは、この資料３のところで予想で入っておりますけれども、こういう有料道路の関

連する――これは有料道路本体ですけれども、先ほどもそうですが、やはりそのことによ

って、将来、首都高であり、あるいはＮＥＸＣＯであり、地方公社であり、料金収入が整

備することによって増えるという可能性がかなり高いものに関しては、Ｂ／Ｃの中に何か、

Ｂ／Ｃとは別でも結構ですけれども、何かちょっと入れ込んでいったほうが有効性・必要

性というふうなものがよりわかりやすいんです。そういったものをＢ／Ｃの中に織り込む

というようなことはできないのでしょうか。あるいは、例えばこっちの３ページ、有料投

資額（案）というところがありますけれども、その中には当該区間を加えることによって

生じる収入に関しては棒線が引いてあって書いてないんですけれども、そういうものをき

ちっと書き込んでいくということのほうがわかりやすいというような気がしますんですけ

ど、いかがでしょうか。 

【家田部会長】  はい、ありがとうございます。 

 ほかにご質問ございませんか。田村先生。 

【田村委員】  資料４の最後のページです。施行にかかわる事業リスクという部分です。

これ、施行するときの事業リスクだけですよね。収支に関わる需要リスクに関しては、こ

この記載事項ではないのですか？  

【家田部会長】  ほかに。太田先生。 

【太田委員】  質問というよりは評価にかかわることと思うのですけれども、ここのと

ころ、早く東名とつないでやらないと、今やっている横浜環状の交通量、おそらく出ない

だろうというふうに思いますので、これはぜひ早くやっていただきたいということです。 

 それから、資料４の３ページの左側のところで、横浜上麻生線の大型車混入ですが、意

外に高速道路をつくってもやっぱり下を走るトラックが多いかもしれませんので、やはり

高速道路の使い方みたいなものを考えていきますと、後々、別途のところで考える必要が

あるのかなと。実は保土ヶ谷バイパスはほんとうにずっと無料のままでいいのだろうかと
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いうようなものも含めて、ある程度建設のめどがついた段階でネットワークの使い方につ

いては別途議論する必要があるかなと思います。 

【家田部会長】  ほかにはよろしいですか。じゃあ、質問させていただきます。大変重

要案件であって、やっぱり４万５,０００台の交通量を背負うことになるリンクというもの

は、素朴にいって需要度の高さを物語るわけで、ぜひ素早くつくっていただきたいと思い

ますが、１点だけ質問。やっぱり住宅がいっぱいあるエリアでもあるし、何かと工夫しな

きゃいけない。環境対策もいろんなことをやらなきゃいけない。そのあかしでもあるんで

すが、１,９００億円弱の費用がかかるわけですね。事業費は１,６００億円か。したがっ

て、キロ当たり二百数十億円という非常に大きな単価のかかるところだと思うんですが、

その内訳というか、さっきのトータル百数十キロのをやると大体平均４０億円、キロ４０

億円ぐらいですよね。直轄事業の先ほどの１４プロジェクトはね。それに比べると当然数

倍以上になるんだけど、ご説明いただきたいのは、どの部分がどういうふうだからこれだ

け上がっちゃうんですよという、コストに対する追加のご説明をいただけたらなと思いま

す。 

 以上です。 

 ほかにはよろしいですか。どうぞ。 

【太田委員】  今、気づいたのですけど、全体事業費が２,２００億円で、今、家田先生

が質問された費用対効果の場合の総費用が、事業費が１,５７８億となっています。この差

は、７００億ぐらい差があるのは、どこから出てくるんですかね。 

【家田部会長】  なるほど。ほかにもありましたらどうぞ。よろしいですか。 

【縄田高速道路課長】  よろしいですか。 

【家田部会長】  お願いします。 

【縄田高速道路課長】  それでは、まずＢ／Ｃの事業の効果をここに組み込めないかと

いうお話ですけど、基本的にＢ／Ｃ、ここでも１.８と出しておりますのは、有料道路とし

ての整備を前提として、この道路があることによっての便益と費用をお示ししているわけ

でございますので、収益とは切り離してお考えいただければというふうに思います。有料

道路の事業を行う場合には、そのときに受ける便益の範囲内で公正で妥当な料金を設定し

て収益を回収するということでございますので、分けてお考えいただければというふうに

思います。 

 それから、需要のリスクに対してもご質問ございました。需要リスク、確かに特に交通
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量の見直し、こういうリスクはございます。これは当然、私どものネットワークの設定の

仕方、あるいは会社、市ではないところのリスクが出てきますので、そこはそれぞれ国が

負うべきリスクもありますし、ここで言う事業リスクというのは、例えば用地買収あるい

は工事の施工中での予期せぬ事故とか、そういうリスク、それぞれの役割分担でリスクを

負うことになるというふうに思っております。 

 それから、太田先生から周りのネットワークを早く作るべきというのは、当然、私ども

一生懸命頑張ってまいります。有料、無料の整理も、あり方委員会の意見を踏まえて都市

部の中も整理させていただきたいと思います。 

 あと、数字につきましては、２,２００億と１,６００億の差は、これは現在価値に割り

戻した関係でこういう形に数字が若干変わっておるということで、２３年の現在価値の数

字をこの資料には記入させていただいていると、こういうことでございます。 

 それから、家田先生のコストでございますが、防災施設も含めますとこういう長いトン

ネルだと非常に高うございますので、これらのトンネルの部分、それから高架の部分も含

めてかなり割高になっているということでございまして、外回り、内回り、トンネル部分

だけで約７００億ぐらいの費用がかかると。トンネル部分だけですね。４キロそこそこで

すけど、そういうような試算の内容になっております。 

 

【上村委員】  じゃあ、Ｂ／Ｃと分けてということではそれでもいいんですが、それで

は、この有料投資額（案）の３ページの収入のところは２,１０８億というふうに思ったら

いいわけですか。あえて横線になっているので、書いてないわけですが。あるいは、それ

だったならば、この有料投資額のところは逆にもっときちっと精査した――投資と収入に

関して精査した資料がこれだとするならば、これの説明がちょっと足らないと思います。

２,１０８億でいいわけですか、この収入に当たるところは。 

【縄田高速道路課長】  収入はここに書いてあります料金水準のところがベースになり

ますけれども、普通車５００円から９００円、来年から首都高で対応する料金を取るとい

うのを前提で計算させていただいていまして、その料金を取ったときに、最終的に返せる

であろうお金が、参考資料３の４ページで言いますと上のほうに赤でかかれておりますが、

これが１,０５０億ということでご説明させていただいています。 

【上村委員】  それはわかります。でも、収入予測というのはやはりしっかりしておか

ないと、投資に対しての収入をどれぐらい見積もるのかということがこっちの表の中にあ
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りますね。 

【縄田高速道路課長】  料金収入については、この表でいうところの右側の表の一番左

の欄が料金収入の予測でございます。 

【上村委員】  ということは幾らになりますでしょうか。 

【縄田高速道路課長】  合計が約２,１００億。 

【上村委員】  この会社収支予算明細の平成６２年までの合計である２,１０８億９,９

００万円のことですね。 

【縄田高速道路課長】  この収入から、右側の支出のところにありますけれども、管理

費とか金利とか、そういうものを年間抜いていって、結局ペイできるのが当初の投資額１,

０５０億と、こういう計算です。 

【上村委員】  それはここに書いてありますからわかるんですけれども、この欄に、要

はここが結局、この投資によって逆に生じる収入というところをあえて、一応こっちでは

２,１０８億となっているのに、ここであえて書いてないのはなぜなんですかと聞いたんで

す。 

【縄田高速道路課長】  この資料、有料投資額、３ページの資料は、算出条件を対比す

るために資料を書き出しております。これは、条件は隣の区間と同じですよということを

お示ししたかったという資料でございますので、数字についてはこの中では表現させてい

ただいておりません。 

【縄田高速道路課長】  また後ほど説明します。 

【家田部会長】  ご説明してくださいね。 

 それじゃ、この会社施行の分についてはご質問等は以上ということでよろしいですか。 

 それじゃ、議論はそのくらいにさせていただいて、きょうやった直轄の１３足すこの会

社入れて１４の案件についての判断をしたいと思いますが、ここまでご質問いただいて大

体ご了解いただいたようなことでもございますので、私の部会の意見のたたき台としまし

ては、今回提案のあった１４事業の新規事業化、及び、高速横浜環状北西線の事業主体・

施行区分については、この案で妥当であるというふうに結論としてはしたいと思いますが、

いかがでございましょうか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

【家田部会長】  それじゃ、それを前提にして、とはいうものの、こういうところをも

うちょっと実施するときには気をつけてほしいよとか、上村先生もいろいろご提案いただ
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いたこともあるので、意見というんですかね、決議とかいうかたい感じじゃなくていいの

で、ぜひこうやって事業を判断していただいた先生方のご意見ということで、一言ずつ今

後に向けてのご注文等をいただきたいと思います。どうぞ、どなたからでも結構です。 

 じゃあ、田村先生、どうぞ。 

【田村委員】  私、２つ申し上げたいと思います。 

 １つは、高速道路のあり方委員会のほうから出てきている災害面の再点検について、本

日の検討はこれにかかわる初めての評価であり、国民が注目している。そのことに関して

短い時間で数値を挙げて具体的に議論できたことは説明責任の点からよかったと思います。 

 それからもう一つ、これはお願いであります。資料１の７ページですけど、残りの未整

備事業区間が６５区間、１,４００キロメートルある中で、「抜本的見直し区間」は整備区

間の抽出対象の外になっている点について、先ほどあり方委員会のほうも含めてこれから

前向きに検討するという、その検討の速度を上げてほしいということであります。 

 ありがとうございました。 

【家田部会長】  どうもありがとうございます。 

 どうぞ、続けて。じゃあ、太田先生。 

【太田委員】  はい。１つは小さい話なのですけど、資料３の２ページ目のところの東

北のほうから準備されたこの地図、非常に見やすいので、ほかの整備局も、同様のものを

用意していただくといいかなと思いました。 

 ２点目は、より本質的な話ですが、個別の小さく細切れにしてＢ／Ｃを算定しなければ

ならない状況が続いているわけですが、これはこれで今後も進めていくとして、今回評価

させていただいたところはほんとうにミッシングリンクで、本来は計画時評価だともっと

長いルートの議論があると思います。特に事後評価をやるときに、ぜひこの１０キロ前後

の個別区間ではなくて、ルート全体で事後評価をできるようなことを考えたほうがいいだ

ろうと思います。 

【家田部会長】  はい、どうぞ、続けてお願いします。 

【上村委員】  先ほどもちょっと申し上げましたけれども、やはり道路会社がこういう

形で新しくつくっていく場合には、近隣の区間の諸条件の協定から投資金額をはじき出す

というよりは、むしろ事業会社の収支をやはりもう少しきちっと明細を説明しながら、投

資額なり、あるいは将来予測、これによっておそらく非常に便利になり、交通量も増える

と思いますし、また、交通量の増え方によっておそらく今予想されている収入よりもさら
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に私はアップするに違いないと思っております。ほかのＮＥＸＣＯ系の会社にも多分及ぼ

すであろう今回の横浜の投資というのは、大都市に近接する非常に大事な区間でもあり、

これによって日本の産業全体も潤う可能性もあります。料金徴収の見方ももう少しこれよ

りも増えるかもしれないし、だから、要は、その収支に関してはもう少ししっかりとした

ものを見せていただきたいなと。今後、事業会社が新規につくっていく場合はそういうよ

うな資料でもってご説明いただくほうが、さっきのＢ／Ｃから切り離すのであれば、こっ

ちの収支をしっかり説明してほしいということをお願いしておきます。 

 それから、きょうの新規事業候補のところは、ほんとうにいろいろ皆様、一般国道の手

法でネットワークを完成させていくという、非常にご努力というか、なかなかひねった頭

脳的なご努力のたまものであって、地方の関係者もそういったご努力のこともしっかり認

識しなくちゃいけないと思いました。 

 以上です。 

【家田部会長】  よろしいですか。ありがとうございます。 

 じゃあ、私も２点ほど。 

 まず１つは、今回、従来プラスアルファの作業を非常に丁寧に各地でしていただいて、

どうもありがとうございました。読むに足る資料になっていると思いますし、この参考資

料のほうも膨大なバックデータを持っていて、立派な作業をしていただいたと深く感謝す

る次第です。それで、さっき申し上げたことと重複もしますけれども、要は、この中には

従来型の評価をしたって立派なプロジェクトとしてやっていくものももちろんあるんです

が、中にはやっぱり日常的な交通量は比較的に少ない、そういうようなプロジェクトだけ

れども、防災性の観点からはやっぱり着実な整備が必要だなと思われるものが幾つかござ

いましたよね。そういうものについては、さっき挙げた例で言えば、道路の断面構成とか、

そういったもろもろのところについて災害時に使い勝手がいいことも重視することと、そ

れから、やっぱり当然のことながらコストダウンを通常のもの以上に努力を傾注する必要

があるなと。そんなところ、何も言うまでもなく皆さん方ご存じの話でありますけれども、

ぜひその辺を今回意見の第１として挙げさせていただきたいと思います。 

 第２は、今、田村先生からお話がありましたとおり、必ずしもＢ／Ｃ、つまり通常的な

交通の利便性のようなところで判断し切れないようなプロジェクトが災害国日本にはある

だろうと。それを何とか適切に判断できるような手法を、今回、大急ぎで暫定手法を事務

局でつくっていただいてやっていただいたわけで、それで、めちゃくちゃに「きっとこれ
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だ」なんてやるよりは、随分信頼度の高い判断ができたんじゃないかと思うんですが、い

かんせん、３.１１以降の追っつけ仕事であることは間違いがないので、そういう意味でも、

暫定２車線ならず暫定手法と言っているわけでありまして、ぜひこの手法を早急に海外の

レビューも含めて比較評価して、そしてこの暫定を暫定じゃない、もうちょっといいもの

にする余地があればしなきゃいけないし、それを早急にやっていただきたいなと思う次第

でございます。 

 以上２点ほど私もつけ加えさせていただきました。 

 各先生から出たご意見と、それから私の意見もまぜて、本日の評価の要望なり附帯意見

なりというふうにさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。どうもありがとう

ございます。 

 じゃあ、議論はそのくらいにさせていただきまして、全体をまとめて局長のほうから何

か感想とかございましたら。 

【菊川道路局長】  どうも貴重なご意見、大変ありがとうございます。最後に委員の先

生方から大変貴重なお話をいただきました。具体的に個別には全部は網羅できませんけど、

やはりこれから実施段階でいろいろ工夫すべき点、たくさんあると思います。特に３.１１

を受けて、特にきょうご説明した中にはやっぱり津波の想定区域がたくさんありますので、

そういったところの避難用のいろんな取り組みみたいなものはぜひフレキシブルにやって

いきたい。暫定２車のところもそうなんですけど、そういったふうにこれから取り組んで

いきたいというふうに思います。 

 それから、もちろん手法そのものも、やっつけ仕事というお話がありましたけれども、

まだ道半ばだと思っておりますので、引き続きいろんな改善に取り組んでいきたいという

ふうに思います。 

 それから、有料等の一緒にやっているようなやつについての有料の採算ですか、収支の

ほうのデータももう少し充実すべきだというご意見もいただきました。大変大事なご指摘

だと思っております。 

 それから、抜本見直しの話も、私は抜本見直しはちょっと、もうこういう手続を全部経

たもので、少し段階が違うのかなという気はいたしますけれども、いずれにしても、今、

あり方委員会でいろんな議論をしていただいておりますので、スピードアップをして取り

組んでいただきたいというふうに思います。 

 ほんとうに貴重な意見、大変ありがとうございました。 
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【家田部会長】  どうもありがとうございました。 

 予定時刻よりも１５分ほどオーバーしてしまいましたが、きょう予定された議事は以上

でございますので、終了したいと思います。 

 なお、この当部会における議決は、社会資本整備審議会運営規則第９条第３項により、

分科会長が適当と認めるときは、分科会の議決とすることができますということですので、

本日の議決は、私、分科会長としてこれを分科会の議決とさせていただき、分科会から社

会資本整備審議会への報告、社会資本整備審議会から大臣への答申の手続を進めさせてい

ただこうと思います。 

 また、今回の資料と審議結果については、道路分科会の委員に報告させていただくよう

にしたいと思います。 

 それでは、議事進行を事務局にお返しいたします。 

【樺島総務課長】  長時間にわたるご議論、ありがとうございました。本日の事業評価

部会の内容につきましては、後日、委員の皆様方に議事録の案を送付させていただきます。

ご同意をいただいた上で公開したいと思います。 

 また、近日中に、速報版といたしまして簡潔な議事概要を国土交通省のホームページに

て公表いたしたいと考えております。 

 それでは、以上をもちまして閉会とさせていただきます。本日はありがとうございまし

た。 

 

―― 了 ―― 


